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★保育・児童施設及び学校における事件事故の調査・検証委員会 (2015.2.10現在) 

 

 事件事故 

発生年月日 
分類 事件事故概要 調査委員会の設置・依頼 調査委員 

報告書・提言 

※報告書等のURLは変更になっている場合有 

1 1986/2/22 自殺 大阪府大阪市の市立橘

小学校の田村勤也君

（小６・12）が自殺。 

ノートに 「この世の中 

何にもぼくは、のぞむこ

とは、なかった。毎日い

やなことばかりだった。」

などと書いてあった。 

遺族は、「自殺前に激しいいじめを

受けていたのに、学校側は実態の

解明や防止を怠っていた」として、

大阪弁護士会に人権救済の申し立

て。 

 

学校は弁護士会の調査に一切応じ

ず、事情聴取も拒否。 

 弁護士会は、一人の教師とＰＴＡ役員との事

情聴取と学校の拒否をもって、いじめを認定

し、学校の対応すべき課題に不十分な点が

あると勧告。 

2 1989/10/2 自殺 岡山県浅口郡の鴨方町

立中学校の北村英士君

（中３・15）が、校内で自

殺。部屋から「ふくろだた

きにあいそうだ」「殺され

る」などのメモを発見。同

級生グループから、名前

をもじって「エイズ」と呼

ばれたり、暴行や金銭要

求を受けていた。 

法務局の人権擁護委員会に申し立

て。 

 1991/3/7  

岡山地方法務局は中学校に対し、「いじめが

自殺の原因だとは特定できないが、いじめ防

止に教育的配慮が足りなかった」として、口頭

で説示処分。 

 

1994/11/30  

岡山法務局は中学校に対し、反省と善処を求

める「説示」文書。 

3 1992/1/10 刺殺 

事件 

長野県下伊那郡の県立

飯田高校で昼休み、小

野寺仁君（高２・17）が生

物班部室で応援団長の

男子生徒（高３・18）に

「態度が大きい」と刺殺さ

れる。 

 

1993/3/23 長野地裁飯

田支部で加害生徒に懲

2002/4/  事件から 10年後、長野

県教委が「飯田高等学校生徒刺殺

事件検証委員会」を設置。 

民事裁判で学校側が敗訴したこと

をきっかけに、田中康夫知事が発

案。 

 

会議 11回。 

会議録要旨をウェブサイトで公開。 

 

委員１０名。氏名公開。   

委員長： 

・大学教育学部教授 

(途中で交代) 

・弁護士 

副委員長： 

・ジャーナリスト 

・フォークシンガー 

・元当該高校教諭 

・人権擁護委員 

2003/4/2 

本文 19頁。資料 5頁。 

検証委員会は、事件の総括と、将来事件が

起きた際の対応や未然防止策を具体的にま

とめた提言を教育長、知事に提出。 

・裁判所によって最終的に認定された事実を

「真実」とみなす。 

・生徒指導の是非が問われる事件であること

は明白とする。 

・事件後の隠蔽姿勢が、学校側と遺族側との



ＮＰＯ法人ジェントルハートプロジェクト 第 10 回「親の知る権利を求めるシンポジウム」資料に加筆  2015.2.10. 武田さち子 作成  

2 

 

役５年以上７年以下の判

決。 

1999/9/28  東京高裁

で、学校の安全配慮義

務違反を認める。県が最

高裁に上告後、棄却。 

提言書を提出したあとも、同委員

会は３年程度存続し、提言の実施

状況などの報告を受けることにし

た。 

・遺族 

教育委員会： 

・教育次長 

・参事兼児童相談所長 (元総

務課長) 

・教学指導課生徒指導幹 

「こじれ」の原因になったことを指摘。 

 

長野県教育委員会のウェブサイトから、会議

録要旨及び「提言」をダウンロード可。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/goa

nnai/shingikai/iinkai-shuryo/jiken/index.html 

4 1994/10/29 自殺 鹿児島県出水市立米ノ

津中学校の舩島洋一く

ん（中３・14）が、自宅の

庭の木で首吊り自殺。 

担任教師にいじめられ

ていると相談したが、い

じめがあったかどうかを

クラスでアンケートをとっ

た結果、何も出てこなか

ったため、担任はみんな

の前で洋一くんに謝らせ

ていた。 

1995/12/ 両親は人権擁護委員に

対し、「学校側がいじめに気付か

ず、調査依頼についても誠意ある

回答が得られない」と相談。 

鹿児島地方法務局は、学校からの

聞き取り調査を実施。 

 1996/3/  

鹿児島地方法務局は、学校からの聞き取り

調査の結果、①友人に 50 円とられた、②別

の友人にゲームセンターで頭や背中をこづ

かれた、などの事実を確認した。しかし、両親

側が行ったアンケートで出た「ぞうきんなどを

投げられた」「おぼんやほうきで頭やおしりを

打たれた」などの状況は確認できなかったと

いう。 

いじめらしきものはあったとしたが、「(自殺

が)学校の対応不十分さに起因するとまでは

認められず、人権侵犯として取り扱わない」

と、両親に口頭で通知。学校に対し、口頭で

の通知と再発防止に努めるよう要請した。 

5 1995/11/ わいせつ

行為 

大阪府の府立高校で、

女子生徒（高２）が、数学

と進学指導担当の男性

教師に「勉強をみていく

うえで腹を割って話した

い」と言われ、休日のド

ライブ中に胸を触られた

り、キスなどされる。 

1995-1996年 同級生の

女子生徒も同教師から

腰に手を回されたり、手

を握られたりした。 

他にも３人の女子生徒

1998/6/  元女子生徒２人（19）と

当時の担任教師ら２人が、男性教

師（53）から体を触られるなどのセ

クシャルハラスメントを受けたと府

教委に訴えたにもかかわらず適切

な対応がとられなかったとして、大

阪弁護士会に人権救済の申し立

て。 

 1999/5/  

弁護士会は、男性教師が全く調査に応じない

ことをもって生徒の訴えを認めたものとし、セ

クシャルハラスメントを認定。 

「成長過程にある女子生徒の多感な感性を著

しく傷つけた」として、男性教師に深く反省し

て同様の行為を繰り返さないように警告。 

府教委にも、教師に対する処分のほか、再発

防止策と救済制度の確立を文書で勧告。 

 

勧告が出たあとも、男性教師に対する処分は

行われなかった。  

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/goannai/shingikai/iinkai-shuryo/jiken/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/goannai/shingikai/iinkai-shuryo/jiken/index.html
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が被害を訴える。 

6 1995/11/27 自殺 新潟県上越市の春日中

学校の伊藤準（ひさし）

君（中１・13）が、自宅で

自殺。「生きているのが

こわいのです。あいつら

は僕の人生そのものを

うばっていきました」と書

いた遺書があった。 

新潟法務局人権擁護課や県子ども

の人権専門委員らが、職権で調査

に乗りだす。 

学校関係者ら15人に任意で事情を

聴取。 

県子どもの人権専門委員ら 準くんに対するいじめを発見できなかったこ

と、他のいじめに対する原因・動機の分析や

全体的把握が不十分であったと、春日中学校

の責任に言及する内容の勧告。 

 

勧告書の内容はプライバシーに関する部分

が多く、公表できないとした。 

7 1996/4/10 自殺 千葉県流山市の市立南

部中学校の男子生徒Ａ

君（中３・14）が自殺。 

２年の３学期に母親は教

頭に「いじめを受けてい

るので何とかしてほし

い」と５回相談。３年生に

なる新学期から担任や

クラスを替えてくれるよう

要望していた。 

流山市教委は、第三者機関の事故

調査委員会に調査を依頼。 

 

会議 14回。 

学校関係者や同級生、遺族らから

聞き取り調査を行い、報告書を作

成。 

教育、法律、カウンセリングな

ど様々な分野の専門家５人。 

代表：教育学の大学教授 

1996/7/25  報告書を提出。 

（Ａ君が）通常の弱者ではない、金品を奪わ

れたり、激しい苦痛を伴う肉体的な攻撃はな

い、などの点から、「これまで報告されている

いじめとは異なるケース」「いじめと自殺は直

接関係ない」との見解を示した。 

「３年生になり、担任は替わったものの、学級

は昨年度のままと認知し、気持ちが反映され

ていないことが、胸に重くのしかかり衝動的

に『自殺』という行為が生じたと考えられる」と

結論。  

8 1997/1/7 自殺 長野県須坂市の市立常

磐中学校の前島優作君

（中１・13）が、明日から

新学期が始まるという日

の夜、自宅で自殺。 

「あの４人にいじめられ

ていた。ぼくは死ぬ ぼう

りょくではないけど ぼう

りょくよりも ひさんだっ

た かなしかった。ぼくは

すべて聞いていた。」と

書いたメモがズボンの

ポケットに入っていた。 

1997/5/8  市教委が「市内中学

校生徒の自殺にかかわる検討会

議」を設置。 

遺族に連絡はなく、新聞記事では

じめて知る。 

検討会議は遺族に対し、「生い立

ち」「性格」「精神状態」「家族の動

向」「どうして心の変化に気がつか

なかったのか」 を質問するが、要

望や意見は聞こうとしない。 

会議に提出される資料、委員会設

置要綱のコピーは、その場では

「可」ということだったが、約束は守

検討会に、遺族が推薦する委

員を加えることや代理人の発言

を要望するが拒否。 

1999/2/  

検討委員会は９カ月かかって報告書を提出。 

「遺書に書かれていたいじめの事柄は何であ

ったか、このことを明らかにするために調査

検討を行った。しかし、どれがそれだとは特

定できなかった」と結論。 

「いじめ」の加害者については、ほとんど触れ

ていない。 

 

須坂市教育長は検討委員会の報告を受け

て、「前島君の死はいじめが原因の死と断定

すべきではない」という。 
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られなかった。後日、閲覧は「可」

になるが、資料をメモしたり、写真

に撮ったり、質問事項についてテ

ープをとることは「不可」。 

1997/12/15 父親が市の公文書公

開条例に基づいて、検討会議に提

出された資料を請求。 

1998/12/ 「個人が識別できる」

「生徒との信頼関係を損なう」など

として非開示処分を決定。 

1999/3/2 父親が長野地裁に公文

書非公開非開示処分取り消しを求

めて提訴。 

2000/12/21 長野地裁で棄却。 

9 1998/7/25 自殺 神奈川県横浜市港南区

で、神奈川県立野庭高

校の小森香澄さん（高

１・15）が、吹奏楽部での

いじめを苦に自宅で自

殺を図る。(7/27死亡) 

1998/11/10  両親が、いじめにつ

いて、人権擁護委員会に人権救済

の申し立て。 

 

人権擁護委員会は、生徒たちから

直接話を聞くことはしていない。 

 2001/1/15   Ａ４用紙で４枚。 

２年２カ月後、横浜弁護士会は同高校に「人

権侵害に当たる」とする「警告書」を出した。 

香澄さんの死の原因について、「吹奏楽部の

体質」「香澄さんの技術の未熟さ」「母親の対

応の甘さ」などの記載が多くなされていた。 

10 1998/8/6 自殺 新潟県岩船郡朝日村

(現・村上市)の村立朝日

中学校の男子生徒（中

２・13）が、自宅で自殺。 

男子生徒は同級生から

暴力的ないじめを受けて

いた。保護者同士が話し

合い、クラス内のいじめ

は沈静化したが、部活で

陰湿ないじめが続いて

いた。 

1998/9/1 朝日村教委が委託し

て、「中学生徒の自殺にかかわる

調査委員会」を設置。 

事実関係を究明。 

 

会議 13回。 

中学校関係者や遺族、地域関係者

から事情聴取。 

生徒から聴取しなかった。 

委員７名。 氏名公開。 

委員長：大学助教授 

副委員長：弁護士 

委員： 

・元中学校校長 

・臨床心理士 

・元中学校校長 

・主任民生児童委員 

・児童相談所所長 

1999/2/27 記者会見で調査結果発表。 

いじめが自殺の直接の原因とは断定しなか

ったが、いじめの事実を確認するとともに、学

校側の対応の不手際を指摘。 

報告書では、「1998 年 1 月 Ａくんは、同級生

から暴力的ないじめを受けていた。金を奪わ

れたこともあって、保護者同士が話し合い、ク

ラス内のいじめは６月ごろ沈静化した。しか

し、部活に舞台を移して陰湿ないじめが続

き、夏休みになって生徒が自室で首吊り自殺

をした」と認定。  

遺族がウェブサイトで報告書(要旨)を公開。 

http://www.geocities.co.jp/NeverLand/2930/ 

http://www.geocities.co.jp/NeverLand/2930/
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11 1997/4/9- 

1998/10/ 

いじめ 

転校 

長野県木島平村の村立

木島平中学校で、村外

からただ一人の入学者

で、日本人とアメリカ人

の混血である男子生徒

が、入学式の数日後か

ら約１年半にわたって暴

行などのいじめを受け、

転校を余儀なくされる。 

1998/8/31  

両親が長野弁護士会に人権侵害

救済の申し立て。 

 1999/11/ 約１年間の調査を経て、長野県弁

護士会は長野県教委宛と木島平村宛に「改

善要望書」が送る。 

1999/12/ 定例村議会で村長が、根底にいじ

めに繋がるものがあると認める。 

一方、女性議員が議会の討議で、「長野県弁

護士会等の第三者機関がいじめと認めたの

なら、どうしても受け入れなくてはならないの

がおかしい」と、要望書に疑問をぶつける。 

12 1999/9/1 自殺 静岡県藤枝市で、市立

中学校の男子生徒（中

１・12）が自宅で自殺。 

部屋から「みんな死ぬ」

「つらい、いやだ」などと

走り書きしたノートが見

つかった。 

男子生徒は、以前から

学校でいじめがあったこ

とを両親に打ち明けてお

り、過去に部活などで暴

行を受けていた。 

調査委員会を組織。 

約 1カ月半調査を行う。 

その間、直接の聞き取り対象は延

べ 1000人を超えた。 

精神科医、青少年健全育成会

議会長、警察協助員、女性の会

会長・PTA代表など。 

「直接的な要因となるいじめと判断されるもの

は見つからなかった」等と結論。 

「結論」は、自殺理由は「不明」。「いじめ」が

自殺の理由としては、「考えられない」。 

「当時の判断根拠」は、文書保存期間満了に

よる調査票の廃棄のため、確認できない。 

(2007/1/19  文部科学省発表の「児童生徒

の自殺に『いじめ』の関わりが指摘されてい

る事例の調査結果について」より*1) 

 

 

13 1999/7/27 熱中症死 兵庫県川西市の市立川

西中学校で、ラグビー部

の夏休み早朝練習中

に、宮脇健斗くん（中１・

13）が体調不良を訴えた

が、顧問の男性教師か

ら「演技は通用せん」な

どと言われ、とりあって

もらえず放置されて意識

不明の重体。 

7/28 熱射病による多臓

器不全で死亡。 

2000/2/5  事件発生から半年が

経過しても原因究明がほとんどな

されていないと感じた両親が、「川

西市子どもの人権オンブズパーソ

ン条例 第10条第 2項」に基づき、

「川西市子どもの人権オンブズパ

ーソン」に人権救済の申し立て。 

 

５カ月間にわたって関係者の事情

聴取を重ねる。 

氏名公開。 

オンブズパーソン 

2000/7/13  80頁 

事故原因について、 

・熱中症等に関するスポーツ医学上の知識

や対処法等が当該顧問には、ほとんど知ら

れていなかった 

・子どもの人権尊重を基盤とした教育指導上

の基本的な観点や姿勢等が、当該部活動の

運営や指導では忘れられていた 

これら２つの重大問題が、直接の契機となっ

て、本件事故が発生したと考えられる。」とし

て、川西市に対し「勧告及び意見表明」を公

表。 
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14 2000/5/14 自殺 栃木県宇都宮市の市立

中学校の男子生徒（中

３・14）が自殺を図る。

5/15 死亡 

遺書に、４人の同級生と

トラブルがあったことが

書かれており、生徒の顔

には数カ所殴られたよう

なあとがあった。 

また、３月下旬に「ボコら

れる」と友人に話してお

り、自殺前日、友人宅に

泊まった際、「学校に行

きたくない。死にたい」と

言って泣いていた。 

外部有識者による、学校事件に関

わる調査委員会を設置。 

 

 「いじめの内容」は、当該生徒に対しては２年

生の時に１回、さらに平成12年（2000年）２月

上旬から５月初旬までの期間に８回にわたっ

て暴行や金銭等の要求が行われた。 

「結論」は、自殺の理由は「友人との不和」。

「いじめ」が自殺の理由としては、「直接的な

動機としては考えられない」。 

理由は、「当該生徒は一連の加害行為を受け

ていたが、この心理的苦痛は直接に自殺念

慮を生むものであったとは考えられない。明

確な自殺念慮は、自殺企図の直前に、両グ

ループの板挟みとなり、そのつながりがとも

に断ち切られたときに、衝動的に起こったも

のと推測される。」ためとした。 

 (2007/1/19  文部科学省発表の「児童生徒

の自殺に『いじめ』の関わりが指摘されてい

る事例の調査結果について」より*1) 

15 2003/3/9 校長の 

自殺 

広島県尾道市の市立高

須小学校の民間人校長

採用で採用された慶徳

和宏校長が自殺。 

2003/3/24  広島県教育委員会

は、尾道市教育長を委員長とする

尾道市立高須小学校問題調査委

員会を発足させて調査を開始。 

 

関係小学校長５名、病気療養中の

教頭２名、高須小学校教職員２９

名、ＰＴＡ関係者１６名及び幼稚園

教諭６名に、聞き取り調査を実施。 

 

尾道市教育長を委員長とする。 

 

 

2013/5/9 報告書提出。 

調査委員会は自殺に至った背景と要因につ

いて、次のことをあげた。 

校長権限が制約されていたこと、校長を中心

とする学校運営組織が確立されていなかった

こと、頼りとなる教頭が１年の間に二度にわ

たって入院し不在となったこと、ＰＴＡと学校の

関係など。 

広島県教育委員会のウェブサイトで報告書を

公開。 

http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/open_im

gs/info/0000001169.pdf 

16 2003/10/18 柔道事故 福島県須賀川市の須賀

川市立第一中学校の女

子生徒（中１）が、柔道部

の練習中倒れ、意識不

2006/10/17  市教委が事故から

３年後に再検証委員会を設置。 

事故に関して、学校が作成し市教

委に提出した事故報告書の内容と

教育委員会事務局職員。 

聴き取りに際して、弁護士の協

力を得る。 

2007/3/30  再検証報告書を公表。 11頁 

学校が事故状況を確認する際、一部の生徒

から同時に聞き取りを行っており、参加して

いた生徒全員に個別の聞き取りや柔道場で

http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/open_imgs/info/0000001169.pdf
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/open_imgs/info/0000001169.pdf
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明の状態が続く。 

当初、練習中の事故と思

われていた。 

３カ月後、両親から依頼

を受けた弁護士による

生徒への聞き取り調査

から、主将である男子部

員（中２・13）にリンチま

がいの練習を強要され

て重傷を負ったことが判

明。 

2009/3/27 福島地裁郡

山支部で、元部長の暴

行を認定。学校の責任を

認め、市、県、元部長の

３者に連帯して損害賠償

を支払うよう命令。 

当該女子生徒の保護者の主張とに

隔たりがあるため、事実関係につ

いて検証し、事実の究明を行い、

再発防止に資することを目的とす

る。 

 

市教委事務局職員が、 

2006/10/17～2007/3/4/までの延

べ 12 日間に、校長を含む教職員

16名と、柔道部員15名から聞き取

りによる調査を行い、事故報告書

の記載内容の事実関係等につい

て教委内で総合的に分析を行っ

た。 

生徒の位地や時間確認しなかったことを問題

点として指摘。 

事故原因として「生徒の聞き取りからは、集

中的に練習相手にしたとする生徒の話があ

ったものの、いじめがあったとは特定できな

かった」「当該女子生徒からいじめの相談を

受けている生徒や教職員がいなかった」こと

を理由に、部内でのいじめを否定。 

「部長が当該女子生徒を投げた時間、投げた

回数、投げた方法については生徒相互にず

れがあり、当該女子生徒が意識不明となった

原因との直接の関係を特定するには至らな

かった」と結論。 

再検証委員会の報告書は市のウェブサイト

で公開。 

http://gyousei1.city.sukagawa.fukushima.jp/cb

/hpc/Article-276503-1266.html 

17 2004/6/1 殺人事件 長崎県佐世保市の市立

大久保小学校で、女子

児童(小６)が同級生の女

子児童(小６)をカッター

ナイフで殺害。 

2004/6/3 教育庁対策本部設置。 

本部に、「情報収集チーム」「情報

分析チーム」「連絡調整チーム」を

設置。計 36回の会議。 

長崎県教育委員会が、佐世保市教

育委員会と連携・協力しながら、検

証調査。 

大学教授など 10名の専門家から、

事件のとらえ方や今後の対策等に

関する示唆を受けた。 

教職員等から延べ 13 回にわたる

聞き取り調査。PTSD 等の懸念が

あったため、児童及びその保護者

からの聞き取りを行わなかった。 

家庭裁判所の最終審判の決定要

旨についても分析に加える。 

本部長：教育長 

専門家の氏名公開。10名。 

大学医学部保健学科助教授・

大学教育心理学講座助教授・

大学院医歯薬学倉庫瀬う研究

科教授・大学現代社会学部教

授・市子ども発達センター所長・

大学人間心理学科教授・児童

相談所所長・大学健康生活学

部教授・大学教育学部長・大学

教育学部教授 

2004/12/9 最終報告書作成。59頁。                                                                                                                                                                                                                                                                    

「調査結果からは、学校運営、生徒指導体

制、学級経営の在り方等に不十分な面が認

められる」としたが、「当該校において、今回

の事件を防止することは難しかったのではな

いかと思われる。それほど、通常予測できる

範囲を超えた、前例のない事件であった」と

評価。「当該校に、本事件の要因に直接関わ

る過失や、職務違反に該当すると思われる事

実があったとは認めがたい」と結論。 

「佐世保市立大久保小学校児童殺傷事件調

査報告書」 

長崎県教育委員会のウェブサイトで公開。 

http://reonreon.com/houkoku.pdf 

 

http://gyousei1.city.sukagawa.fukushima.jp/cb/hpc/Article-276503-1266.html
http://gyousei1.city.sukagawa.fukushima.jp/cb/hpc/Article-276503-1266.html
http://reonreon.com/houkoku.pdf
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18 2004/11/17 保育事故 

水死 

 

東京都世田谷区の区立

新町保育園の園外保育

中、女児(５)が川に転落

して水死。 

2014/11/25  世田谷区が「新町

保育園園外保育事故調査委員会」

設置。 

 

会議５回、ほかに現地調査、聞き

取り調査各１回。 

委員９名。 氏名公開。 

・保健福祉部長 

・元消防署長 

・別の保育園長 

・総務部総務課長 

・総務部文書課長 

・保健福祉部計画調整課長 

・在宅サービス部管理課長 

2004/12/  報告書  56頁 

下見の不十分さ、リスクに対し、事前に予測

対処するためのプログラムが作成されていな

かった、計画性のなさ、緊急時の指揮命令系

統等の問題、区保育課の役割と指導体制等

を指摘。 

世田谷区のサイトで、「園外保育事故調査委

員会報告書」を公開。 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/12

8/453/d00005883.html 

19 2005/4/13 自殺 山口県下関市の市立川

中中学校で、放課後の

吹奏楽部の練習に遅

れ、別の女子生徒にと

がめられた後、姿が見

えなくなった安部直美さ

ん（中３・14）が、学校で

自殺。 

2005/8/8  市教委は「生徒指導

推進協議会」の委員を設置。直美

さんといじめとの因果関係につい

て、判断をゆだねる。 

会議５回。 

２つの部会を設け、事件のあった

学校の取り組みや市教委の対応

が適切だったかどうか、いじめを未

然に防ぐために学校や家庭、地域

で何ができるかを議論。女子生徒

の自殺といじめとの因果関係につ

いても議題にする。 

メンバーは精神科医や心理学

者ら外部の専門家を入れた計

１９名。 

 

2006/2/16  「提言」を市教育長に提出。 

いじめと自殺との因果関係について、「情緒

的に不安定な時期である思春期の自殺に関

して、その原因を特定することは難しい」と

し、「友だちとうまくかかわれないということの

つらさを誰からもわかってもらえず、そのこと

が自殺の背景にあった」と、いじめとの関係

を示唆。 

20   同上 2005/6/ 山口地方法務局は、直

美さんの自殺から２か月後、自ら

調査を開始。 

遺族には、被害者本人ではなく、調

査対象でもなかったため、結果を

知らせなかった。 

自殺の約４カ月後に学校関係者や

生徒ら延べ 11人から聴取。 

2007/5/ 遺族が新聞報道で、人権

侵犯事件と認定されたことを知る。 

2007/7/11 遺族の情報開示請求

 2006/4/  約 80頁 

法務局は、直美さんが入学直後からいじめを

受け続けていたことを確認。「多くの教諭が把

握しながら特段の措置を取らなかった」とし

て、教師らの「放置」を人権侵犯事件と認定。

学校長と下関市教育委員長に対し、再発防止

を求める要請措置を行った。 

 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/128/453/d00005883.html
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/128/453/d00005883.html
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に対し、調査で把握した情報を、第

三者にかかわる個所などを黒塗り

にしたうえで部分開示。ただし半分

以上が黒塗りで、具体的にどんな

いじめがあったか読み取れない。 

21 2005/8/10 熱中症死 埼玉県上尾市の市立上

尾保育所で保育中に男

児(５)が本棚の中で熱中

症による意識不明状態

で発見され、死亡 

2005/9/  市が、事故原因を解明

し、再発防止するために「上尾市立

上尾保育所事故調査委員会」を設

置。当初、遺族は調査委員会の設

置を知らされておらず、人伝てに聞

く。市に、 

・保育の専門家や弁護士、医師な

ど第三者を入れること、 

・検討事項について、 

・委員会での調査内容を遺族に報

告すること、 

・調査結果報告書を公開すること 

等を要望。 

10 回の会議と保育現場の視察、遺

族や関係者のヒアリング。保育に

ついて、学者等から意見を聞く。 

委員８名。氏名公開。   

委員長：大学教授 

副委員長：弁護士 

委員： 

・小児科医 

・弁護士 

・児童相談所相談援助担当部

長 

・市健康福祉部長 

・市総務部兼総務部次長 

・市総務部職員課長 

当初は８名の調査委員全員が

市職員で、委員長は市の健康

福祉部部長であった。 

遺族が５名の第三者委員を指

名して要望する。 

2006/1/6 市長に報告書提出。  43頁 

「日頃の保育のなかに本件事故を引き起こす

ような要因があり、今回の事故はたまたま防

ぎようもなく起こったこととは言えないことが

わかった。また、本件事故は、一部の保育士

の過失に限定されるものでもなく、保育所全

体の問題が絡んでいることに留意したい」と

した。 

上尾市のウェブサイトで公開 

https://www.city.ageo.lg.jp/page/24-jikochous

ahoukoku.html 

22 2006/10/11 自殺 福岡県筑前町の町立三

輪中学校の森啓祐君

（中２・13）が自殺。 

家族にあてて４通の遺

書を残していた。「いじめ

られて、もういきていけ

ない」などと書いてい

た。 

2006/11/7 筑前町教委が「筑前町

立中学校生徒自殺事案調査委員

会」を設置。 

13回、延べ 70時間の会議開催。 

 

両親は学校で息子に何があったか

を知りたかったが、 委員会の目的

は「なぜいじめを防ぐことができな

かったのか、なぜ自殺を防ぐこと

ができなかったのか」であり、事実

内容はほとんど明らかにされなか

った。 

委員７名。氏名公開。   

委員長：県教育大学教授 

副委員長：短期大学元教授 

・県教育大学名誉教授 

・県ＰＴＡ連合会会長 

・児童相談所所長 

・人権擁護委員 

・保護司会支部長 

 

両親が調査委員会への参加を

求めるが、町教委は「公平性、

客観性、透明性、迅速性が確保

2006/12/28  報告書  37頁 

・「自殺に至った精神的苦痛の最も大きな原

因は、長期にわたる『からかい』や『冷やか

し』などの蓄積によるもので、『いじめ』に相当

するものだった」と認定。 

・自殺当日にトイレでズボンを脱がされそうに

なった出来事について、自殺の原因と判断。 

・いじめに関わった生徒について、「特定の生

徒に自殺の原因を求めることはできないが、

関連性は否定できない。『死』を軽くとらえて

いたとも考えられ『いじめ』が反社会的行為で

あることを指導する必要がある」とした。 

https://www.city.ageo.lg.jp/page/24-jikochousahoukoku.html
https://www.city.ageo.lg.jp/page/24-jikochousahoukoku.html
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調査委員会は教職員や遺族に聞

き取り調査、生徒らにアンケートを

実施。 

できる第三者機関による調査を

目的にしているので」と拒否。

弁護士を加えてほしいとの要望

も拒否。 

・１年生の学級担任について、「不適切な言動

があった」としたが、自殺の直接的な要因だ

った可能性を否定。 

いじめがあったことは認めるが、具体的な行

為は明らかにされなかった。 

23 2006/11/12 自殺 埼玉県本庄市の市立本

庄東中学校の男子生徒

（中３・14）が、別クラス

の生徒らに金銭要求さ

れたことなどを苦に、自

宅敷地内で自殺。 

11/6 男子生徒は友人３

人と一緒に、「さわやか

相談室」の女性相談員

に、「今月に入ってから

別のクラスの生徒らに

『500 円を返せ』『利子が

つくので２万円返せ』と

要求されている」「２年生

の時も金をとられた」と

相談していた。 

遺族が、さいたま地方法務局に申

し立て。 

申告を受け、関係者から聞き取り

調査を実施。 

 2008/3/25  「いじめへの対応について(啓

発)」とする１枚の文書を校長に手渡す。 

法務局は、同級生による度重なる金銭要求

が人権侵犯事実と認定。中学校に、再発防止

を求める「啓発」を行った。 

法務局は、「学校長はいじめの早期発見と解

消のため、速やかに適切な措置をとる義務

がある」と指摘。 

①いじめ防止への取り組み体制の強化。 

②教職員への指導を徹底。 

③生徒への人権教育の徹底。 

などを求めた。 

一方、金銭要求と自殺との関連性については

「確認できず、不明」と結論。 

24 2006/11/14 自殺 新潟県神林村の村立平

林中学校の男子生徒

（中２・14）が部活動を終

えて下校後、自宅で自

殺。 

男子生徒は同級生にズ

ボンを下ろされたあと、

「死にたい」「転校した

い」などと繰り返しもらし

ていた。 

2006/12/ 村教委が、有識者の調

査委員会を設置。 

 

会議 13回。 

 

2006/12/28 自殺の原因などを調

べる有識者の調査委員会の初会

合後、会長は報道陣に「生徒への

集中的な嫌がらせなどがあったと

いう資料は出ていない」と話す。 

委員長・大学助教授 

 

委員長は発達心理に詳しい新

潟大学の准教授に依頼。 

その他の委員は、法律関係、学

校教育関係に詳しい専門家の

中から、神林村教委が選定。 

2007/3/22  

調査委員会は、「いじめ自殺には当たらない」

とする報告書を提出。 

同校では生徒間のズボン下ろしが流行して

おり、男子生徒も仲良しの同級生にズボンを

下ろされていた点や、男子生徒が継続して一

方的にからかわれたという事実が認められ

ないという点などからいじめを否定。 

ズボンを脱がした点については、日常的なか

らかいだったとし、それを深刻に受け止めた

事が原因で「衝動的」に自殺に至ったとした。 

「小中学生の自殺報道が盛んにされていたこ
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との影響」も指摘。 

25 2006/11/22 自殺 山形県高畠町の県立高

畠高校で、渋谷美穂さん

（高２・16）が、渡り廊下

の屋根から飛び降り自

殺。携帯電話に実名で

書かれた生徒５人以外

の同級生に対し、「これ

で満足？ もう、ワキガ

臭くも、おなら臭くもない

もんね。皆が言った暴

言、痛かった。いつも泣

きたかった」等と残して

いた。 

遺族が、利害関係のない第三者機

関の設置を求めるが、県教委は、

「強制力を伴う機関の設置は法治

国家の中で困難」とした。 

 

遺族は法務局に、人権侵害の申し

立て。 

 2007/12/22 

法務局は、「調査の結果、人権侵犯の事実の

有無を確認することはできなかった」として、

「侵犯事実不明確」の決定。 

同時に学校には、同種の事故の再発防止や

人権教育の一層の推進を求める「啓発」を口

頭で行った。 

26 2007/6/8 自殺 大阪府茨木市の追手門

(おうてもん)学院大学の

在日インド人の男子大学

生(大３・20)が自殺。 

遺書には「学校で受け続

けたイジメ（略） 僕はも

う限界です。僕には居場

所がありません」などと

記されていた。 

2008/  約 1年後、父親

が同じ場所で自殺 

遺族はゼミ担当教授らに、自殺原

因とみられるいじめの調査を依頼

し、同教授が再三にわたり、大学

側に早期の調査と原因究明を求め

たが、大学側は「調査対象の学生

の親から苦情が出る」などとして調

査をせず、３年以上放置。 

2010/8/ 遺族が大阪弁護士会に

人権救済の申し立て。 

  

27   同上 2010/10/ 

大学が第三者調査委員会を設置。 

 

大学の内部資料の調査や男子学

生が所属していた経営学部マーケ

ティング科の担当教員や学生ら約

20 人から聴取、学生へのアンケー

トなどを実施。 

弁護士や公認会計士で構成。 

委員長：弁護士 (氏名公開) 

2010/12/27   

大学は「自殺の原因としていじめの存在を否

定できない」とする報告書を公表。 

調査の結果、男子学生が他の学生にズボン

を脱がされたり、花火を向けられたりしてい

たという間接的証言を得た。また、遺書に「学

校で受け続けたイジメ」とあることを重く見て、

「いじめの具体的事実を特定することはでき
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  ないが、いじめが存在したことは推定される」

と結論づけた。 

28 2007/7/31 自然災害 

水死 

 

高知県四万十町の四万

十川で、甲賀市教委信

楽中央公民館が主催し

た野外体験講座におい

て、滋賀県甲賀市立信

楽小学校の美馬沙紀さ

ん(小６)、藤田 真衣さん

(小５)が溺死。 

2007/8/25  市長が委嘱して、甲

賀市野外活動安全対策検討委員

会を設置。 

http://reiki.city.koka.lg.jp/reiki_int/re

iki_honbun/r055RG00000927.html 

「四万十川における水難事故調査

報告書(案)」の内容の検証及び「青

少年の自然体験活動における手引

き(案)」に対する提言を行う。 

４回の検討会議。 

教委事務局職員に質疑、審議を行

う。会議以外に、各委員からメール

及び FAXで意見提出。 

委員６名。氏名公開。 

委員長： (学識経験者)スポーツ

大学教授 

副委委員長： (市民代表)青少

年育成市民会議会長 

委員： 

・(市民代表)ボーイスカウト 団

委員 

・(市民代表) PTA連絡協議会 

・(学識経験者)社会教育委員 

・(学識経験者)県立野外活動セ

ンター所長 

2007/11/21  ８頁 

「四万十川における水難事故調査報告書

(案)」について、 

・直接の事故原因となった事項の明確性が極

めて弱い 

・事故調査報告書(案)が一連の事故経過報告

書になっている 

・再発防止に向けての対策が十分に読み取

れない 

等と指摘。 

滋賀県甲賀市のウェブサイトで、検討資料と

報告書を公開 

http://www.city.koka.lg.jp/5341.htm 

29 2008/3/21 自殺 長野県の県立田川高校

の校内で、男子生徒（高

２・17）が自殺。 

3/18 付本人のブログに

「むちゃぶり 自分の課

せた量を分っているの

か？ ３日で片付く量じ

ゃないだろう。何考えて

いるんだ。無茶苦茶だ

…。」などと書いていた。 

2008/4/  生徒の自殺から１か月

後、「１年の時に携帯電話の学校

裏サイトに書き込みがあり、悩んで

いたようだ。いじめがあったのでは

ないか」との遺族の訴えを受け、校

長が調査委員会の設置を決定。  

 

2008/5/20開始 

10 回の会議と、６回の関係者から

聞き取り、１回の遺族への説明。 

委員８名。氏名公開。  

委員長：診療所所長(医師) 

副委員長：弁護士 

副委員長：大学総合経営部准

教授(臨床心理士) 

委員： 

・ＰＴＡ会長 

・県教育委員会教学指導課心

の支援室長 

・県教育委員会高校教育課主

幹指導主事 

・当該校校長 

・当該校教頭 

2009/3/17 

委員会は、「複数の要因が作用した結果」と

結論。  

委員会は考えられる要因を、因果関係や時

間が近い「近因」、直接的な因果関係はなく時

間的にも近くない「中因」、因果関係も時間も

遠い「遠因」に分類。いじめとの関連が疑わ

れた携帯サイトへの書き込みは「中因」とし、

中傷による衝撃がクラスメートからの孤立感

を強めていたとした。 このほか、友人関係の

悩み、学業成績の不振による進級への不

安、性格の繊細さなどを挙げた。 さらに、学

校の教育環境も検証、「学校側の認識や対応

が必ずしも十分ではなかった」という見解を

示した。報告書は、県内の全学校に配布。 

30 2008/7/28 自然 

災害 

兵庫県神戸市灘区の都

賀川で、活発化した前線

の影響で突発的、局所

2009/ 「六甲学童保育所「どんぐり

クラブ」の保護者会が、事故の問題

点を探るため、大学教授に検証を

大学教授 報告書は、事故前２分間で水位が１メートル

上昇した自然の破壊力を挙げ「水位上昇を確

認してからでは間に合わない」とした。 

http://reiki.city.koka.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r055RG00000927.html
http://reiki.city.koka.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r055RG00000927.html
http://www.city.koka.lg.jp/5341.htm
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的な集中豪雨が発生。

川遊びで都賀川や河川

敷にいた学童保育園の

児童・生徒 19 人と引率

の大人３人がのうち、大

人１人と児童２人の計３

人が流され、男児(小４・

10)と女児(小６・12)が溺

死。 

依頼。 

2009/5/-6/ 指導員や児童、保護

者など 20 人から聞き取り調査を行

い、報告書にまとめる。 

 

「避難の遅れ」にも言及。黒い雲や雷鳴、児

童が伝聞で指導員に知らせたという大雨洪

水警報の情報を生かさず、避難開始後２分で

濁流と遭遇したことを挙げ、指導員らの「危機

意識の弱さ」「学習不足」を指摘。課外保育の

際のマニュアルが欠落していた点をポイント

としてあげた。 

濁流が向かってきたとき、指導員が連絡など

で分散し、児童ら 16 人を指導員１人で引率し

ていた状況を踏まえ「安全確保に必要な多く

の大人が同行する体制」を提言。「確実な警

報伝達と具体的な退避指示が無かったことが

問題」として警報サイレンなどの安全策を行

政に求めた。  

2010/6/ 同クラブのウェブサイトで報告書を

公開。(現在なし) 

31   同上 財団法人河川環境管理財団河川

整備基金の助成を受けて、都賀川

水難事故に対する土木学会調査団

発足。 

事故の要因を科学的に分析すると

ともに、事故防止施策に関する提

言をまとめる。 

土木学会調査団７名。 

氏名公開。 

団長：大学大学院教授 

幹事長：大学大学院准教授 博

士(工学) 

・大学防災研究所教授 ・大学

院准教授 ・大学院教授 ・大学

院教授工学博士 ・大学防災研

究所教授人間科学 

2008/ 

１m を超える増水が 2 分以内に生じた。出水

が異例とも言えるような急激なものであった

ため、逃げ遅れた５名が亡くなった。 

報告書を公開。 

http://www.kasen.or.jp/seibikikin/h21/pdf/rep

3-03h.pdf 

 

32 2008/9/10 自殺 千葉県館山市の市立第

三中学校の男子生徒

（中２）が自殺。 

男子生徒は小学校時代

からいじめを受けてい

た。本人の希望で中学は

隣の学区を選んだが、所

属していた部活動など

2014/9/12  館山市は、遺族の要

望を受け、第三者委員会を設置し

て再調査する方針を発表。 

  

http://www.kasen.or.jp/seibikikin/h21/pdf/rep3-03h.pdf
http://www.kasen.or.jp/seibikikin/h21/pdf/rep3-03h.pdf
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でいじめを受けていた

という。 

市教委は「からかいなど

いじめにつながる事実

はあったが、死に直接結

びつく要因は分からなか

った」と結論。 

2012/9/ 父親が再調査

を求める。 

後任の校長が保存期間

内にアンケートを廃棄し

ていたことが判明。 

2012/11/ 市教委が小

中学校時代の同級生に

アンケートを実施。 

2012/12  再調査の結

果、「いじめと自殺との

因果関係は判断できな

い」と結論。 

2013/6/13 市民団体が

情報開示請求した文書

に、教委実施アンケート

に「臭い、うざい、死ね」

と言われていた等の記

述があったが公表され

なかったことが判明。 

33 2008/10/ いじめ 

転校 

兵庫県宝塚市の小学校

の男子児童(小５)が同級

生からいやがらせなど

のいじめを受けて不登

校になり、転校。 

家族が、学校などの調査が不十分

だったとして、県弁護士会人権擁

護委員会に人権救済の申し立てを

した。 

 2012/8/  県弁護士会人権擁護委員会は、

問題点を検証し、検証結果を保護者に報告す

るよう、宝塚市教委に勧告書を送付。 

勧告を受けた市教委は、職員８人による検討

委員会を設置。当時の教諭ら学校関係者か

ら事情を聞くなど計 31 回の会合を開き、検

証。 



ＮＰＯ法人ジェントルハートプロジェクト 第 10 回「親の知る権利を求めるシンポジウム」資料に加筆  2015.2.10. 武田さち子 作成  

15 

 

2013/4/ 「学校は当時、有効な調査を行って

おり、学校と市教委の対応は適切だった」と

する報告書を保護者に渡した。  

34 2009/7/29 柔道 

事故 

滋賀県愛荘町の町立秦

荘中学校柔道部の村川

康嗣君（中１・12）が練習

中に意識を失う。約１か

月後に急性硬膜下血腫

で死亡。 

2010/2/2  町が「愛荘町中学校柔

道部事故検証・安全対策検討委員

会」設置。 

 

教委から町長に提出された報告書

の内容を検証、今後の事故防止に

資することを目的とする。 

 

計８回の会議。 

教委、学校関係者、遺族から聴

取。 

 

委員５名、事務局３名。 

氏名公開。 

委員長：スポーツ大学准教授 

副委員長：中学校柔道講師 

委員： 

・大学人間学部教授 

・病院副院長(脳神経外科) 

・県スポーツ健康課主幹(教員) 

事務局： 

・愛荘町 総務主監 

・愛荘町 総務課長 

・愛荘町 総務課係長 

2010/7/14  報告書を町長に提出。 26頁 

「中学校において行われていた柔道の練習

は、健康状態、技能レベルを考えた場合、初

心者に対して相応しい内容ではなく、被害者

にとっては強行で限界を超えた内容であっ

た。」とした。当日の練習について、「異常とも

いえる乱取りの実施本数」「高校生、大学生

並みの練習時間に相当する」「当日の気温も

30℃に達していることを考えれば過酷な内容

といえる」とするが、部や顧問のシゴキや暴

力的体質には触れない。 

遺族がウェブサイトで報告書を公開。 

http://judojiko.net/dl_data/aishou_jiko_kenshou

100714.pdf 

35 2009/8/22 熱中症死 大分県竹田市の県立竹

田高校で、剣道部員の

部活動中に、キャプテン

の工藤剣太君（高２・17）

が熱中症で倒れ死亡。 

剣太君の様子がおかしく

なっても顧問は、「演技

じゃろうが」と言って腰を

蹴り、倒れたあとも 10回

程度往復で強く頬をたた

いた。 

2009/9/8 学校は第三者による

「大分県竹田高等学校剣道部事故

調査委員会」を設置。 

顧問、副顧問、練習参加部員、 

部員の保護者、遺族に、聞き取り

調査。 

 

氏名非公開。 

臨床心理士、 

心理学、 

スポーツ生理学、 

剣道の関係者 

児童生徒相談関係者 

等で構成。 

2009/10/30 報告書を提出。 21頁 

顧問と部員とで意見に違いがあった場合に

は、双方の意見をそのまま記載。 

事故について、「熱中症について細やかな配

慮がなされず練習メニューが.不適切であった

こと、練習中の生徒の異常についての発見

が遅れたことが要因」と結論。 

 

36 2010/2/10 給食 

窒息死 

栃木県真岡市立亀山小

学校で、男子児童(小１・

７)が、給食で出された白

玉汁に含まれていた白

玉団子をのどに詰まら

2013/3/28 市教委が第三者委員

会を設置。 

再発防止策に係る提言及び本件事

故再発防止に必要な事項に関する

調査・検討。 

委員４名。氏名公開 。 

会長： 

医療福祉大学推薦言語聴覚学

科准教授 

副会長：弁護士 

2013/11/  報告書  41頁 

・白玉団子を給食の食材として原形のまま提

供していたことに問題はなかった。 

・男子児童の咀嚼力や嚥下力な問題が認め

られないことや給食を食べている際に異常が

http://judojiko.net/dl_data/aishou_jiko_kenshou100714.pdf
http://judojiko.net/dl_data/aishou_jiko_kenshou100714.pdf


ＮＰＯ法人ジェントルハートプロジェクト 第 10 回「親の知る権利を求めるシンポジウム」資料に加筆  2015.2.10. 武田さち子 作成  

16 

 

せ窒息。意識不明とな

る。 

2013/1/14 死亡。 

13回の会議。 

遺族、学校関係者、給食関係者、

教委関係者、ほかから調査。 

委員： 

・医師 

・県栄養士会県東支部推薦 

みられなかったことから、学校に問題はなか

った。 

・窒息発見から救急車到着までの初期対応に

問題はなかった。 

「予測困難でまれな事故」と結論。 

37 2010/6/7 自殺 神奈川県川崎市多摩区

の市立中学校の篠原真

矢(まさや)君(中３・14)

が、自宅トイレで硫化水

素自殺。 

遺書に「友達をいじめか

ら助けられなかった。 

14 年間生きていて楽し

かった」などと、４人の実

名をあけて男子グルー

プのいじめを告発してい

た。 

2010/6/15  学校と市教委が調査

委員会を設置。 

設置目的：①死亡の背景 ②在校

生の心のケアの体制 ③再発防止

に向けた学校の指導体制について 

計９回の会議。 

遺族は１回目のみ参加。 

在籍生徒・他校生からの聞き取り、

教員の調査用紙による調査・聞き

取り、遺族の聞き取り、保護者、地

域住民等からの情報、亡くなった

生徒が残した文書から調査。 

毎回、進捗状況を遺族に報告。 

委員１１名。氏名は非公開。  

・学校３名 

・保護者３名 

・地域２名 

・市教育委員会２名 

・有識者１名 

 

2010/9/4 報告書。 48頁 

４人の生徒を含め、真矢くん周辺の一部の生

徒からの「いじめ」があったと認定。 

自殺の外的要因として「いじめ」があったこと

を認める。 

学校体勢の問題点について、言及。 

 

遺族や生徒の保護者らに報告書の全文を公

表。 

 

38 2010/6/7 自殺 新潟県の県立阿賀野高

校の女子生徒(高３)が自

殺。ごみ箱から「なぜ私

はくさいのですか。なぜ

私はみんなと違うのです

か。どうして私は嫌われ

るのですか。私は来週

死にます」と書いたメモ

が見つかった。 

学校側が「調査の結果、いじめは

なかった」と結論づけたことに納得

がいかず、遺族が県弁護士会に人

権侵害の申し立てを行った。 

 2013/3/25  

新潟県弁護士会は、両親の人権侵害の申し

立てに対して、「いじめと自殺の因果関係は

不明」としながらも、「あだ名の命名や流布、

体臭の指摘はいじめに当たる」として、いじめ

があったことを認め、再発防止に取り組むよ

う求める勧告書を出した。 

39   同上 2013/5/  県弁護士会から人権救

済勧告のあった県立高等学校生徒

の自殺案件について、知事が学校

の調査結果を検証するため、県に

学識経験者等で組織する第三者委

員会を設置。いじめがあったかや

委員 7名。氏名公開。 

会長：医療福祉大学副学長 

(社会福祉) 

委員：・地区コミュニティ協議会

副会長 (青少年の健全育成) 

・弁護士 (法律) ・病院長 (精

2014/12/21 委員会は報告書を県と女子生

徒の両親に手渡した。 

いじめについては「陰口はあったが、いじめ

とは認められなかった」と結論付ける一方、

女子生徒に対して適切な対応をせず、自殺

後の調査や遺族対応もずさんだったと同校
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自殺のあとの学校や教委の対応

が十分だったかなどを検証。 

新潟県ウェブサイト 

「新潟県立高等学校生徒の自殺案

件に関する調査委員会の概要につ

いて」 

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_

Simple/640/120/261218sankou.pdf 

「新潟県立高等学校生徒の自殺案

件に関する調査委員会について」 

http://www.pref.niigata.lg.jp/bunsho

/1356754927393.html 

神保健) ・大学人文社会・教育

科学系(教育学部)准教授 (教

育) ・大学大学院看護学研究

科教授 (心理学) ・弁護士・法

科大学院教授 (法律) 

や県教育委員会の対応に問題があったと指

摘した。 

自殺原因については「学校生活や将来に対

する閉塞（へいそく）感、孤独感からくる適応

障害によるものと考えられる」とまとめた。 

40 2010/10/1 自殺 秋田県大館市の市立中

学校の男子生徒(中３)が

自宅で自殺。 

9/19 高校志望校の体験

入学の際、一人だけ申

込用紙が渡らず、申し込

みを書いていなかったこ

とを理由に、同生徒を別

の教師が帰宅させた。 

自殺当日は、学校で別

の生徒の学生服が切ら

れ、近くでカッターナイフ

を持っていた同生徒が

疑われた。夜、学校から

生徒宅に「ナイフを持っ

て来ないように」と電話

があり、生徒は「何もし

ていないのに、なぜ僕だ

け疑われるのか」と話し

ていた。 

2010/12/ 市教委が生徒の自殺か

らわずか１週間で「学校生活でいじ

めなどの問題はなかった」と報告。

「両親が望んでいない」として調査

を打ち切ったことに対し、両親は

「調査終了を求めたことはない。教

師の無責任な指導と学校でのいじ

めが自殺の原因ではないか」とし、

県に救済を申し立てた。 

知事の諮問機関「県子どもの権利

擁護委員会」が調査。 

委員長の氏名公開。 2011/10/14  13頁 

秋田県子どもの権利擁護委員会は報告書

で、「体験入学での中学校側の対応が配慮に

欠けていたうえ、制服を切った疑いを持たれ

た件については、担任教諭が痕跡を十分に

確認しないまま生徒宅に指導の電話をした点

も問題があり、自殺のきっかけになった可能

性がある」と判断。  

市教委や同校の自殺後の対応について、①

調査の大半を口頭で済ませ、ほとんど記録を

残していない、②スクールカウンセラーが生

徒から聴取した内容をそのまま保護者への

回答に転用した、③自殺後わずか１週間で

「学校生活に自殺の要因が見受けられない」

と判断したのは拙速、④保護者への「いじめ

があったなら遺書を残す」などの回答は配慮

に欠ける、⑤一部の聴取内容を事実とするこ

とで早期に調査を終了させようとしたなどを

指摘。 一方、いじめの事実は確認できなか

ったが、市教委などが調査記録を残していな

いため、なかったとも断定できないとする。 

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/640/120/261218sankou.pdf
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/640/120/261218sankou.pdf
http://www.pref.niigata.lg.jp/bunsho/1356754927393.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/bunsho/1356754927393.html
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41 2010/10/23 自殺 群馬県桐生市の市立新

里東小学校の上村明子

さん(小６・12)が自殺。 

５年生のとき、授業参観

に訪れたフィリピン人の

母の容姿について悪口

を言われたり、「汚い」

「近寄るな」と言われるな

どのいじめを受けてい

た。両親は６年生になっ

てから 10 回以上、学校

側にいじめを訴えてい

た。 

2010/11/  市教委が、学校の調

査結果を踏まえて、明子さんの自

殺といじめの因果関係などの調査

を深める意向を示し、第三者の調

査委員会を設置する方針を決定。 

2010/12/8 第1回会議を秘密裏に

実施。 

12 回集まり、市側の資料や学校関

係者らへの聞き取りなどを通じて

調査を進めた。遺族は委員の氏名

や第 1 回の会議が非公開だったこ

とから不信感を募らせ、調査への

協力を拒む。両親への聴き取りは

していない。 

委員５名。 

委員長(弁護士)以外のメンバー

は、「公平中立な調査」を理由

に、氏名や役職は遺族にも非

公開。 

後日、報告書提出の記者会見

の折(2011 年 3 月)に、他のメン

バーの氏名、所属、役職を公

開。 

 

委員長:弁護士   

委員: 

・県精神医療センター所長 

・臨床心理士 

・県PTA連合会副会長 

・県人権擁護委員会連合会副

会長 

2011/3/29 報告書  28頁 

調査委員会はＡ４用紙で 28 頁の報告書を市

に郵送。公表する範囲は市側で適正に判断

するよう要望。市は市の代理人弁護士が要

約したＡ４版２枚の概要だけを公表し、遺族側

にも同じものを渡す(情報開示請求に対しても

同じ)。「プライバシーの問題がある」として、

調査報告書の全文は遺族にも公開しない。 

報告書では、「いじめによる辛い思いが自殺

の大きな要因のひとつではある」と認定。 

一方、「家庭環境等の他の要因も加わり、自

殺を決意して実行した」と結論。 

2014/3/14 民事裁判の前橋地裁判決で、

「第三者調査委員会においては、重要な資料

を踏まえず、必要な補足調査も行われていな

いから、適正な調査報告がされたということ

はできない。」「新たに判明した事実は存しな

いまま、第三者調査委員会から、本件自死に

ついて、家庭環境等の他の要因も加わり、自

死を決意して実行したと判断することが相当

であるとの結論が示された」と言及。 

(2014/9/30 東京高裁で和解) 

42 2010/10/25 自殺 東京都足立区の区立中

学校の男子生徒(中３・

14)が自殺。 

男子生徒の制服のポケ

ットからは侮辱されたこ

とを自殺の理由とする遺

書が２通見つかった。ま

た、「７回死にたいと思っ

たら死のうと決めてい

た」などと書かれてい

た。 

2013/2/28 教委は、いじめとの因

果関係などを詳しく調べるため、第

三者調査委員会を設けると発表。 

区長部局に設置。 

26回の会議 

当時の教職員への聞き取り、元同

級生へのアンケート、聞き取り、遺

族への聞き取り。 

委員４名。 氏名公開。   

学校・教委から２名推薦 

遺族側から２名推薦 

委員長： 

・臨床心理士) 

副委員長： 

・教育研究所のセンター長 

委員： 

・私立高校理事 

・NPO法人理事 

2013/11/21 報告書  61頁 

いじめは少なくとも中学１年時から自殺直前

まで、同級生数人による「侮辱的な呼び名で

呼ぶ行為」で繰り返されていたと指摘。 

遺書には「一番つらいと思ったのはあざけり

と同情」「死にたいと思う原因はこれくらい」と

記されており、侮辱的なあだ名で呼ぶいじめ

が自殺の要因の一つと判断。 

答申部分のみ足立区のウェブサイトで公開 

http://www.city.adachi.tokyo.jp/somu/kurashi

/documents/ijimetousin.pdf 

http://www.city.adachi.tokyo.jp/somu/kurashi/documents/ijimetousin.pdf
http://www.city.adachi.tokyo.jp/somu/kurashi/documents/ijimetousin.pdf
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2014/4/21 当初、遺族にも黒塗りのある報

告書を渡していたが、個人情報開示請求で全

面開示。報告書とともに、報告書の添付資料

（５千ページ超）も開示(生徒の氏名など個人

が特定される部分は非開示)。 

43 2010/10/29 おやつ 

窒息死 

愛知県碧南市の社会福

祉法人が経営する保育

所で、おやつのおもちゃ

カステラをのどにつまら

せた児童（1 歳 4 か月）

が救急搬送される。 

12/7死亡。 

2012/5/  遺族が園ならびに行政

の対応に異議を申し立てたことに

応えるため、碧南市が第三者委員

会を設置。 

保育事故の直接的原因、背景的要

因、「事故」に至る保育の実際、「事

故」に際しての園関係者の対応、

「事故」後の園ならびに碧南市の対

応について検討・検証。再発防止

に向けてり課題について検討・検

証する。 

 

７回の会議。 

赤十字病院小児科医に意見を求め

る。 

７名。氏名公開。 

委員長： 

・大学保育学部 特任教授 

副委員長： 

・県社会福祉協議会保育部会 

部会長 

委員： 

・弁護士 ２名 

・県健康福祉部少子化対策監 

・県栄養士会福祉部会 管理栄

養士 

・小児科保健医療総合センター

総合診療部長兼保健センター

長 

2013/2/ 報告書 49頁 

事故原因は「おやつのやもちゃカステラの嚥

下にともない何らかの形でひき起こされた気

道閉塞による事故」と認定。事故当日のおや

つの提供が、バイキング形式ということで、ラ

ムネとカステラが同時に提供されていたこと

も、特別な配慮が必要であってとも考えられ

る。今回の事故の直前に、大きな保育形態の

変更が実施されていることに園長はじめ関係

者が無頓着だった。保育形態の変更につい

ては、慎重な対応が園運営上求められること

を指摘。 

碧南市のウェブサイトで報告書を公開。 

2011/12/ 碧南市報告書 

http://www.city.hekinan.aichi.jp/kodomoka/jik

ohoukoku.pdf 

第三者委員会報告書 

http://www.city.hekinan.aichi.jp/kodomoka/ho

ukoku.pdf 

44 2010/12/14 おやつ 

窒息死 

東京都墨田区の梅若橋

コミュニティ会館学童ク

ラブで、おやつのミニア

メリカンドックを詰まらせ

た男子児童(小３・９)が窒

息死。 

2011/1/  墨田区が原因究明と再

発防止策を調査検討するため、

「梅若橋コミュニティ会館学童クラ

ブ事故調査委員会」を設置。 

関与した職員全員及び遺族、他の

子ども、医療や消防、おやつの業

者から必要な情報を入手。 

６回会議と１回の子どもからの聞き

取り。 

委員５名。氏名公開。  

委員長：弁護士 

副委員長：財団法人室長 

委員： 

・大学医学部教授 救急医学講

座主任 

・区総務部危機管理担当部長 

・区福祉保健部子育て支援担

当部長 

2011/4/報告書46頁、参考資料 110頁 

・食品そのものに問題があったとみることは

できない。 ・丸のみか否かはともかく、Ａ君

が相当大きな形のままミニアメリカンドッグを

食し、そのことが窒息という今回の事故の要

因の１つになった。 ・本件事故はどれか１つ

の要因があって発生したとみることはできな

い。 ・職員による応急手当は概ね適切な対

応であった。 ・119 番をするまでに少なくとも

http://www.city.hekinan.aichi.jp/kodomoka/jikohoukoku.pdf
http://www.city.hekinan.aichi.jp/kodomoka/jikohoukoku.pdf
http://www.city.hekinan.aichi.jp/kodomoka/houkoku.pdf
http://www.city.hekinan.aichi.jp/kodomoka/houkoku.pdf
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５分前後の時間がかかったとみられる。いつ

の時点で 119 番をすべくかの確定的なガイド

ラインが墨田区になかった。ただし、Ａ君の死

亡との因果関係を否定。 

報告書等は区のウェブサイトで公開。 

https://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kuminkat

sudousuisinbu/kuminkatsudou/info/umewakah

oukoku.html 

45 2009/12/- 

2011/2/28 

窓サッシ 

落下 

福岡県福岡市の小学校

及び中学校５校で、６件

の窓サッシ落下事故が

発生。 

６件の窓サッシ落下事故のうち、４

件は主な原因が推定できたが、２

件については主な原因の推定が

困難であった。 

落下事故の対応は、当初は学校職

員や市職員などで行い、続いてサ

ッシ工事の専門業者に依頼した

が、小学校の不備箇所ではなかっ

た窓サッシの落下事故を受け、外

部有識者を含めた専門的な観点か

らの原因を検証し、今後の再発防

止に向けた対応策の検討が必要と

なった。 

 

５回の検討会を開催。 

委員８名。氏名公開。 

座長：国立大学大学院教授(人

間環境学府 空間システム専

攻) 

技術的専門家： 

・金属製建具業協同組合理事 

・アルミ企業設計・施工部長 

・社団法人日本サッシ協会 施

工管理部会 

学校関係者： 

・小学校 校長 ・学校職員 安

全衛生委員会 委員 

市役所関係： ・財団法人施設

整備公社施設課長 ・財政局施

設建設課長  

事務局：教育委員会施設部施

設整備課 

2011/5/  報告書 13頁 

６件の落下事故事案のうち、 

・４件の事故事案については、「落下防止装

置（はずれ止め）の不備によるものが、主た

る原因であると推定できる。」 

・２件の事故事案については、 

「サッシの設計の理論上では、落下の可能性

が無いなかでの事故であり、予想外に働いた

面外方向の力が加わるなど、主たる原因が

特定できず、複合的な要因が重なったもので

あると推定できる。」 

金具の取り付けや落下防止装置の増設、設

置位置の見直し、改造などの提案と、それぞ

れの特長及び課題を列記した。 

報告書はウェブサイトで公開。 

福岡市学校施設窓サッシ事故検証検討会 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3

/25547/1/230608-02-02.pdf 

46 2011/3/11 自然 

災害 

宮城県石巻市の市立大

川小学校の児童と教師

が三陸沖を震源とする

マグニチュード 9.0 の地

震で行程に避難してい

たが、保護者等への引

き渡しにより下校した児

2012/9/29  文部科学省の「子ど

も安全対策支援室」の室長ら３人

が石巻を訪れ、事故検証の試案

を、石巻市教委や遺族に示した。 

2012/12/28 

石巻市が、株式会社に事務局を随

意契約で委託。 

委員１０名。氏名公開。 

委員長：大学名誉教授 

委員：・福祉大学教授  

・弁護士 

・大学名誉教授 

・大学心理学科教授 

・8.12連絡会 事務局長 

2014/2/ 報告書  219頁 

「事故の直接的な要因は、避難開始の意思決

定が遅く、かつ避難先を河川堤防付近とした

ことにある。」 

背後要因として ①学校における防災体制の

運営・管理がしっかりとした牽引力をもって進

められず、また教職員の知識・経験も十分で

https://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kuminkatsudousuisinbu/kuminkatsudou/info/umewakahoukoku.html
https://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kuminkatsudousuisinbu/kuminkatsudou/info/umewakahoukoku.html
https://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kuminkatsudousuisinbu/kuminkatsudou/info/umewakahoukoku.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/25547/1/230608-02-02.pdf
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/25547/1/230608-02-02.pdf
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童 27 名を除く児童 76

名、教職員 11 名が津波

に遭遇し、うち 5 名(児童

4 名、教職員 1 名)を除く

児童・職員が被災した。 

 

 

 

設置要綱 

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/co

nt/20101800/0003/1-5sechiyouko

u.pdf 

委員会会合９回、作業チーム 

打合せ 26回を開催。 

資料等の収集・精査、関係者等へ

の聴き取り調査（計 108回、延べ人

数 196人）、現地調査等を実施。 

遺族が求める「事後対応について」

は、検証範囲には含めない。 

調査委員： 

・大学心理行動科学科教授 

・日弁連交通事故相談センター

理事・弁護士・大学名誉教授 

事務局：株式会社 

 

※事務局の株式会社の所長と

委員の一人は親子関係。 

委員候補者の氏名と肩書きは、

会議の前日に遺族に送られ

た。 

ないなど、学校現場そのものに関わる要因 

②津波ハザードマップの示し方や避難所指

定のあり方、災害時の広報・情報伝達体制な

ど、災害対策について広く社会全体として抱

える要因  と指摘。 

石巻市のウェブサイトで議事録、資料、報告

書等を公開 

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/2010180

0/8425/20140303164845.html 

47 2011/6/9 自殺 愛知県の県立刈谷工業

高校野球部の山田恭平

君（高２・16）が自殺。 

5/末 恭平君は、部員ら

が顧問教師から暴力を

受けるのを見て強いショ

ックを受けた。退部を顧

問らに申し出たが、「逃

げているだけやろ」と受

理されなかった。恭平君

は練習を無断で休むよう

になっていた。 

6/7 顧問から主将を通

じて呼び出される。翌

日、恭平君は行方不明

になった。 

2011/  県教委が調査委員会を設

置。３名の委員名を公開せず、代

理人弁護士の委員会への立ち会

いを拒否したことなどに遺族が不

信感をもち、解散。 

2013/4/  遺族が、知事に設置を

求め、第三者委員会を設置。 

2013/11/ 調査委員会設置要項を

見直し、非公開としていた調査委

の調査内容を「原則公開」に改め、

委員の氏名も公表。弁護士など遺

族の付添人の同席も認める。 

18回の会議 

自殺から約２年が経過しており、元

同級生や野球部員 63 人中聴き取

りに応じたのは７人、アンケート 14

人。「協力しない」と回答 19人。 

委員５名。氏名公開。 

委員長： 

・福祉大学名誉教授 

委員： 

・弁護士 ２名 

・大学精神神経科准教授 

・大学教育福祉学部教授 

調査委員： 

・弁護士 

・福祉大学教授 

 

2014/2/4 知事に「県立刈谷工業高校生の自

殺に関する報告書」提出。 89頁 

自殺の背景を、 ①健康上の問題(肩を壊し

たことと右手の甲を骨折したこと)、 ②野球

部の雰囲気(顧問の指導方針や部員の取組

姿勢のばらつきと時に体罰を含む指導)、 ③

学業成績に関する親からのプレッシャーとし

た。 

５月下旬からうつ病が顕在化していたとした。 

愛知県のウェブサイトで公開 

http://www.pref.aichi.jp/0000068944.html 

48 2011/6/15 柔道 

事故 

愛知県名古屋市の市立

向陽高校の柔道部の練

習中、倉田総嗣君（高 1・

15）が乱取りで、他の部

員に大外刈りで投げら

2012/2/ 市教委は有識者による

柔道安全指導検討委員会を設置。 

全国柔道事故を検証し、原因の究

明と事故の再発防止策を立案・提

言する。教科体育や学校部活動で

委員+５名。氏名公開。 

委員長：柔道家の医師 

委員： 

・弁護士 

・文部科学省の外部指導者 

2012/5/11  報告書  20頁 

有識者委員会が市長に「名古屋市立向陽高

等学校柔道事故調査報告書」を提出。 

倉田君が事故前の部活でけがをしていたに

もかかわらず、顧問に伝わらないまま、練習

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20101800/0003/1-5sechiyoukou.pdf
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20101800/0003/1-5sechiyoukou.pdf
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20101800/0003/1-5sechiyoukou.pdf
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20101800/8425/20140303164845.html
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20101800/8425/20140303164845.html
http://www.pref.aichi.jp/0000068944.html
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れた際、頭を打ち、1 カ

月後に急性硬膜下血腫

で死亡。 

     

柔道を指導する場合の安全指導や

事故発生時の対応について検討

する。 

現地調査１回、会議を４回実施。 

関係者を対象にヒアリングを事故

発生現場で行う。各種資料を検

証。遺族へのヒアリング、被害者の

カルテ、X 線検査等医療情報に関

する検証を、脳神経外科２名で行

う。 

・大学のスポーツ科学部教授 

・柔道連盟常任理事 

に参加したことなどが原因とした。指導マニュ

アル充実や、柔道経験の少ない教諭を対象

とした資格認定制度創設など、指導者が生徒

の体調を十分に把握できる態勢づくりを提

言。 

報告書をウェブサイトで公開。 

http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/00000

52831.html 

http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/cmsfiles/co

ntents/0000052/52831/houkokusyo.pdf 

49 2011/7/11 プール 

水死 

神奈川県大和市にある

私立大和幼稚園のプー

ルで水遊び中、男子園

児が溺死。 

2011/11/6 消費者安全調査委員

会が、消費者安全法第23条第1項

に基づき、事故等原因調査を行う

事故として選定。 

 

工学等事故調査部会、食品・化学・

医学等事故調査部会及び調査委

員会で調査・審議を行った。 

氏名公開 

消 費 者 安 全 調 査 委 員 

会委員 ７名。 

専門委員  ４名。 

・産業・組織心理学及び人間環

境学を専門とする 大学人間環

境学部教授 

・公益財団法人のシステム安全

研究グループ研究員 

・小児医学を専門とするこども

クリニック院長 

・幼児教育の分野を専門とする

幼稚園園長 

2014/6/20 報告書  43頁 

「男児の溺水が死亡につながった原因とし

て、①プール活動中の園児の監視体制に空

白が生じたために発見が遅れたこと、② 当

該幼稚園において、一刻を争うような緊急事

態への備えが十分ではなく必要な救命処置

を迅速に行えなかったことが可能性として考

えられる。」とした。 

消費者庁のウェブサイトに概要と報告書 

http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/140620_

gaiyou.pdf 

http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/140620_

houkoku_honbun1.pdf 

50 2011/7/31 プール 

水死 

大阪府泉南(せんなん)

市の市立砂川小学校に

おけるプール一般開放

で、保苅築くん(小１・７)

が溺死。 

市教委は、開放プール

の安全管理を同市ビル

管理会社に委託。契約

で、大小２つのプールが

ある砂川小学校には監

2011/9/15  市が市から独立した

第三者機関である「泉南市砂川小

学校プール児童死亡事故調査委

員会」を設置。 

事故の原因、発生状況、経過に関

する事項並びに今後の事故防止に

関する事項についての調査及び検

討。 

委員９名。氏名公開。  

委員長：弁護士 

副委員長：大学教授 

事務局長：弁護士 

委員： 

・区長連絡協議会会長 

・ＰＴＡ協議会会長 

・小学校校長会副会長 

・副市長 

・教育長 

2011/12/26 報告書 129頁 

市関係者・委託業者に安全に対する認識が

なかった。市は委託業者に、業者はプール管

理者に任せ、プールの一般開放を実施する

か否か、実施する内容と程度、民間委託の是

非、安全性確保について、誰も責任を持たな

い体制であった。委託業者による監視体制

が、仕様書で規定された監視配置人数より少

ない人数での危険な監視体制が常態となっ

ていた。市による委託業者の監督ができてい

http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000052831.html
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000052831.html
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000052/52831/houkokusyo.pdf
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000052/52831/houkokusyo.pdf
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/140620_gaiyou.pdf
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/140620_gaiyou.pdf
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/140620_houkoku_honbun1.pdf
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/140620_houkoku_honbun1.pdf
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視員を８人配置し、うち４

人は事故があった大プ

ールを監視すると規定さ

れていたが、当日の監

視員は６人しか配置され

ていなかった。 

・市職員 総務部長 なかった。委託業者からの報告やチェック体

制が徹底していなかった、プールについて利

用者への情報提供が不十分だった、AED の

設置がなかったなどの問題点を指摘。 

泉南市のウェブサイトで公開 

http://www.city.sennan.osaka.jp/kyouikusoum

u/pool_jiko.htm 

51 2011/8/30 自殺 北海道札幌市手稲区の

市立前田北中学校の男

子生徒(中２・13)が、行方

を捜していた教師の説

得を振り切り、自殺。 

屋上近くの非常階段の

壁に「ここから落ちて死

ね」との落書きがあっ

た。 

7/8 三者懇談で、複数

の友人に陰口を言われ

ているなどと相談。 

2011/9/1  教委に「生徒の自殺防

止に関する検討委員会」を設置。 

自殺に至る経過等を調査し、課題

を明らかにし、札幌市立中学校に

おける自殺防止対策に生かすこと

が目的。 

 

９回の会議。 

学校の対応や当該生徒に関わる

記録、教職員からの聞き取り及び

生徒への面談。 

 

委員５人。氏名公開。 

委員長：市教育委員会学校教

育部指導担当部長 

委員：・教育大学教職大学院教

授 ・弁護士 ・こども心療内科

医院理事長 ・当該中学校長 

事務局長：市教育委員会学校

教育部指導担当課長 

事務局：市教育委員会学校教

育部教育推進課・市教育委員

会生涯学習総務課 

2011/10/17  報告書 19頁、資料 6頁 

学校生活に関わることの中に、自殺と関連性

のある直接的な要因を特定することができな

かった。 

「原因が特定できない」と結論。一方で、「生

徒の変化や言動の背景に対して、もう一歩踏

み込んだ取り組みは可能だった」とした。 

52 2011/9/1 自殺 鹿児島県出水(いずみ)

市の市立米津中学校の

吹奏楽部の中村真弥香

(まやか)さん(中２・13)が

自殺。 

2010/8/ 真弥香さんは

数人の女子生徒から、

所属していた吹奏楽部

で使っていた学校の楽

器を壊されたうえ、弁償

を強要されたり、文房具

を壊されたりしたという。 

2011/9/ 市教委が、事故調査委

員会と事故調査専門委員会(第三

者委員会)を設置。 

３回の会合を開いただけで報告書

をまとめる。 

第三者委員会は、事故調査委員会

の報告書案を見て、評価を行う。 

独自に追加して、アンケートや生徒

の聴き取りを行わなかった。遺族

に一度も聞き取りをしていない。 

このようなやり方をした理由は、

「知らない人だと生徒が身構えてし

まって本当のことを言わない、遠方

から来ている委員がいたので物理

氏名非公開。 

事故調査委員会 １１名 

委員長：教育委員会 

副委員長：教育委員会 

委員：・教育委員会 ・当該校校

長・教頭・教務主任 ・生徒指導

主任・PTA会長 ・PTA副会長 

・臨床心理士 ・スクールソーシ

ャルワーカー 

事故調査専門委員会 ５名 

委員長：学識経験者(大学教授) 

副委員長：臨床心理士 

委員：民生委員・児童委員・人

権擁護委員 

2011/11/末 

３か月後、報告書をまとめる。 

生徒への聞き取りの結果、「吹奏楽部の部員

が離れて座っていた」「ノートがなくなって泣

いていた」「楽器を掃除するスワブがなくなっ

て、あとで下駄箱から見つかった」などが挙

がった。 

しかし調査委員会はいじめを認定せず、学校

での出来事が自殺のきっかけか確認できな

かったとした。他の子のものがなくなったこと

もある、友だちがいなかったわけではないな

どが理由。 

 

2014/4/  遺族が、アンケートの開示を求め

http://www.city.sennan.osaka.jp/kyouikusoumu/pool_jiko.htm
http://www.city.sennan.osaka.jp/kyouikusoumu/pool_jiko.htm
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的にも生徒と接触を持つのは難し

かったから」とする。 

て提訴。 

53 2011/10/11 自殺 滋賀県大津市のマンショ

ンから、市立中学校の男

子生徒(中２・13)が自殺。 

2012/2/24 遺族が市や

加害者らを提訴。 

2012/7/ 市教委が報告

書を作成していなかった

ことが判明。 

2012/7/20 市教委はA4

版 2 枚をメールで報告。

経緯は「アンケート調査

等により、3 人の生徒か

ら当該生徒にいじめが

あったことが発覚した」と

2行のみ。  

2012/10/11 大津市が市付属機関

設置条例を公布して、設置。 

http://www2.city.otsu.shiga.jp/reiki/

reiki_honbun/x400RG00001156.html 

 

自殺した男子生徒に対するいじめ

の事実関係を調査し、自殺の原

因、学校の対応等について考察す

るとともに、再発防止についても審

議する。 

委員６名。氏名公開。 

委員長：弁護士・元裁判官 

副委員長：弁護士 

委員：・大学教授 ・教育大学教

授 ・芸術大学教授 ・大学教授 

調査委員 ４名 

・弁護士３名 ・大学准教授１名 

委員の半数を遺族側が推薦。 

2012/8/24 委員内定の県臨床

心理士会会長が、生徒自殺前

に父親が県子ども家庭相談セ

ンターに相談した個人情報を第

三者に漏らした疑いがあるとし

て遺族側が抗議。辞退。 

2013/1/31  報告書。 231頁 

・Ａ(被害者)は、仲の良い友達であったＢ、Ｃ

から一方的に暴行を受け続けるという重篤な

いじめ行為を受け、精神的苦痛を受け続けた

ていたことが明らかになった。 

・重篤ないじめはＡに屈辱感、絶望感、無力

感を与え、「生に向かう気力」を喪失させた」。 

・Ａの性格や家庭の問題はＡの自死の原因と

は認められなかった。 

いじめが自死につながる直接的要因になっ

たと認定。 

 

大津市のウェブサイトで報告書を公開 

http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/koho/kouho/

message/1388936256432.html 

54 2011/10/12 転落死 大阪府堺市の市立東深

井小学校校舎２階の教

室前廊下の窓から中庭

通路のコンクリート部分

に、男子児童(小４)が転

落し、死亡。 

2011/10/28 堺市教委が、「堺市

立学校園における転落事故防止対

策会議」を設置。 

・転落事故の事実関係等を把握 

・転落事故の防止対策 

・その他、事故防止に必要な事項 

 

委員１１名。氏名公開。 

会長：総務部長 

副会長：学校教育部長 

学校管理部長 

委員：総務課長・ 教育政策課

長・学校教育部参事（学校指導

調整・危機管理担当）・生徒指

導課長・ 保健給食課長・ 施設

課長・堺市立小学校校長会の

代表・堺市立中学校校長会の

代表 

学識経験者から意見をもらう。 

教育大学 学校危機メンタルサ

ポートセンター 教授 

工業大学工学部建築学科教授 

2012/3/19 報告書。41頁 資料 5頁 

事故の要因として、 

・毎月15日を「学校安全点検指導日」としてい

たが、廊下窓際に置いていた用具入れにつ

いて、児童が上って窓から転落するという危

険意識が十分でなかった。 

・用具入れに児童が上ると窓から転落する危

険がある」と認識していた教職員もいたが、

教職員間で危機意識に差があった。 

・児童に対して、具体的な指導が、教職員に

徹底されていなかった。 

ことなどを上げる。 

堺市のウェブサイトで報告書を公開 

http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/a

nzen/jikoboshi.html 

55 2012/5/7 急性アル 北海道の国立小樽商科 2012/7/ 大学が、学外有識者によ 元大学長や医師、弁護士ら４ 2012/9/28 再発防止策についてまとめた提

http://www2.city.otsu.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/x400RG00001156.html
http://www2.city.otsu.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/x400RG00001156.html
http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/koho/kouho/message/1388936256432.html
http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/koho/kouho/message/1388936256432.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/anzen/jikoboshi.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/anzen/jikoboshi.html
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 コール 

中毒死 

大学のアメリカンフットボ

ール部主催のバーベキ

ューで、部員９人が急性

アルコール中毒で救急

搬送された。 

5/24 意識不明の重体と

なっていた木戸圭司さん

(大１・19)が死亡。 

る第三者委員会を設置。 

調査委員会の報告の検証のほか、

大学部活と大学当局との関係、部

活動のあり方などを提言する。 

第三者委員会は大学側の調査に

加え、死亡した学生の近くにいた

元部員５人から聞き取りを実施。 

名。 

委員長：大学副学長 

言書を学長に提出。  

提言書は、「当時の部員がウイスキーや焼酎

をストレートで飲んだのは「普通の感覚とは

言い難い」、酔った部員の介抱場所を用意し

ていたことは「非常識」とし、これらが伝統とし

て踏襲され、非常識という意識が欠けていた

と指摘。 しかし１年生が無理に酒を飲んでい

るという「明確な認識」が上級生になく、「強要

があったとは言えない」と結論。大学側の管

理責任に触れなかった 

56 2012/6/12 自殺 静岡県浜松市の市立曳

馬(ひくま)中学校の男子

生徒(中２・13)が自殺。 

2012/4/ 同生徒が塾帰

りに同級生に取り囲まれ

て小突かれたり、乗って

いた自転車を蹴られるな

ど、地域住民や塾関係

者が目撃して注意してい

たことが判明。 

また、同級生の名をあげ

ていじめられていると家

族に訴えていた。 

2012/7/11 市教委は、いじめの有

無を調査する第三者委員会を発足

させることを決定。 

 

7/26事実関係の調査を開始。全校

生徒に対する無記名アンケートな

ど、報告書の作成に約５カ月を要し

た。 

アンケートには全校生徒の８割近

い回答があり、うち約 15％が名前

を記入していた。 

委員４名。氏名公開 。  

委員長：静岡県弁護士会子ども

の権利委員会の弁護士 

副委員長：元家裁調査官で静

岡英和学院大教授（生徒指導

論） 

委員： 

・臨床心理士 

・元警察官 

2012/12/19 報告書 

2012 年２月からいじめが始まり、２年に進級

後はクラスの半数以上の男子生徒から「出し

ゃばるな」などの悪口を言われたほか、ゲー

ムやプロレスをまねて首を絞められたり、拳

で腹を叩かれたりしていた。塾帰りに生徒に

向けてエアガンを１、２回撃ったこともあった。

これらを「いじめ」と判断。「いじめが背景の自

殺」としたが、遺書がないため、直接の原因

だったかどうかは分からないと結論。 

教委は、「教育委員会からのメッセージ ～ 

第三者による調査委員会の調査報告書を受

けて ～」として、提言の部分を公開 

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/somu

/oshirase/documents/message.pdf 

57 2012/7/8 暴行 

動画 

兵庫県赤穂市の公園

で、中学生の少年（中３・

14）が、小学生の男児

（小６・12）を暴行する様

子を撮影した動画をイン

ターネットサイトに投稿。 

2012/8/20 市教委が、第三者委

員会を設置。 

①集団暴力事件について、関係す

る児童生徒の生活環境を含めた原

因や背景について検証・考察し、再

発防止のための具体的対策等を

検討。②学校教育及び学校環境が

果たす役割と責任を見直し、改善

委員５名。氏名公開。    

委員長：教育大大学院 学校教

育研究科 教授   

副委員長：弁護士 

委員： 

・総合教育センター 所長 

・スクールカウンセラー (スー

パーバイザー) 

2013/10/27 最終提言書 

「事件を検証し背景を考察する中で、事件の

加害者も被害者の一人ではないかと感じた」

「不良行為を共有することで、自分の存在を

確認していたのだと思われる」「「分かる」こ

と、「認められる」ことは、学校環境の大切な

要素であり、授業は、学校が一番時間と労力

をかけなければならない児童生徒の「居場

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/somu/oshirase/documents/message.pdf
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/somu/oshirase/documents/message.pdf
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に必要な対策等について検討す

る。③ 不登校や怠学の児童生徒

など、学校とのつながりが希薄な

児童生徒への対応と関わりについ

て検討する。 

８回の会議と調査。 

・大学 環境人間学部 准教授 

 

事務局 市教委 

所」であるべきである。また、学校が信頼され

るときの必要条件でもある」などとした。 

赤穂市のウェブサイトで、議事録や提言書を

公開。 

http://www.city.ako.lg.jp/edu/shidou/daisansy

aiinkai.html 

58 2012/7/10 自殺 熊本県和水(なごみ)町

で、町立中学校の男子

生徒（中３・14）が自宅で

自殺。 

衣服のポケットから、「つ

らかった」との内容と、い

じめた数人の生徒の名

前が書かれたメモが見

つかった。 

 

2013/3/11  町長はいじめの可能

性があると主張する両親の求めに

応じ、第三者委員会を設置して調

査することを明らかにした。 

 

町が準備した委員会規則案に対

し、遺族側からの修正・追加の要

請のうち、学校と町教委の対応が

適切だったかの考察と再発防止の

提言を盛り込む。 

委員 ５名。氏名公開。 

委員長：大学教育学部 教授 

副委員長：弁護士 

委員： 

・教職員の教育相談室 代表 

・ＮＰＯ法人 

・臨床心理士会・大学准教授 

 

調査委員 2名 

・弁護士 

・弁護士 

2014/4/4 報告書  186頁。 

生徒へのいじめ行為 11 件を認定し、自殺の

原因になった可能性があるとする。 

「中２の時に、友人に首を絞められ失神する

などのいじめを受けていた」「（男子生徒がネ

ット上で知り合った）女性の名で度々呼ばれ、

繰り返しはやし立てられた」「自作の伝言ボー

ドに中傷の落書きをされた」などの行為をい

じめと認定。学校や町教委は「いじめはなか

った」と判断したが、その点についても「対応

に問題を残す」と指摘。自殺の原因について

は、「本人の性格や家庭環境、学校生活が複

雑に関係し合って生じたと考えられた」とした

ものの、いじめも一因になったと判断。 

和水町のウェブサイトで報告書を公開 

(2014/5/29発表、1 カ月間のみ、その後は町

役場で閲覧可)  

59 2012/7/17 窒息死 栃木県栃木市の市立は

このもり保育園で、女子

園児(２)が、おやつで出

されたフルーツポンチに

入っていた白玉団子を

のどに詰まらせ死亡。

8/19死亡。 

2012/8/ 栃木市が「はこのもり保

育園誤嚥事故調査委員会」を設

立。 

事故の原因究明及び誤嚥事故防

止策の調査・検討その他必要と認

める事項。 

７回会議。 

 

委員４名。氏名公開。 

委員長： 

・大学教育学部教授 

副委員長： 

・医師会長 

委員： 

・弁護士 

・栄養士会県南支部副支部長 

2012/11/26  報告書。23頁 

「本児に原形の白玉団子が提供された点に

あることは明らか」「教育現場との情報共有体

制の不備が主な原因で、平成２２年２月に真

岡市内の小学校で同様の誤嚥事故が生じて

いたが、教訓として生かされなかった」などの

問題点を指摘。 

栃木市のウェブサイトで、報告書を公開。 

http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu0000110

00/hpg000010124.htm 

http://www.city.ako.lg.jp/edu/shidou/daisansyaiinkai.html
http://www.city.ako.lg.jp/edu/shidou/daisansyaiinkai.html
http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000011000/hpg000010124.htm
http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000011000/hpg000010124.htm
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60 2012/7/20 自然災害 

水死 

愛媛県西条市の加茂川

で、学校法人ロザリオ学

園が経営する私立西條

聖マリア幼稚園のお泊り

保育で、園児 31 人と引

率教員8人が川遊びをし

ていた際、増水した川に

引率教員１人と園児４人

が流され、吉川慎之介ち

ゃん(５)が溺死。 

2014/4/15 

遺族が私立学校を管轄する県私学

文書課に調査委員会の設立を求

めたが県は拒否し、西条市も調査

に乗り出さなかったため、遺族らが

独自に原因を究明する調査委員会

を発足させる。詳しい原因のほか、

幼稚園を運営する学校法人の対応

なども検証する。事故が起きた川

の現地調査などを実施。 

大学教授ら３人の専門家。 

氏名公開。 

 

 

61 2012/7/30 プール 

水死 

 

京都府京都市の市立養

徳小学校の夏休みプー

ル学習中に浅田羽菜さ

ん(小１・６)が溺れ心肺

停止状態になり、病院に

救急搬送される。 

7/31死亡。 

2013/7/27  市教委が、「京都市

立養徳小学校プール事故第三者

調査委員会」を設置。 

①事故の直接的な原因、当日の経

過、発生状況について、②事故後

の救護措置について、③事故に対

する学校及び教委の対応につい

て、④事故の再発防止について、

調査する。 

 

関係者の聞き取りや児童約 30 人

の協力を得て、小学校にて事故再

現検証を実施 

委員７名。氏名公開。  

委員長：弁護士 

副委員長：弁護士 

・大学准教授 

・医師 

・NPO 法人日本プール安全管

理振興協会理事長 

・大学大学院学校教育研究科

准教授  

・こどもクリニック院長(医師) 

 

※事務局：京都市教育委員会

総務課 

2014/7/24  315頁 資料 14頁 

報告書は、再現検証や教員の証言などから

事故の状況を分析。教員が目を離した１分弱

の間に、羽菜さんは深さ 93～95 センチのプ

ール中央部を１人で歩いて移動し、その際、

顔に水がかかるなど偶発的事態が起こり、水

を吸い込んだとした。「プールの監視態勢は、

市教委の内規に定める定点、巡回監視など

教員の役割分担が不明確だった」とした。 

教員の救護措置は「救命の可能性は十分に

あった。場当たり的な対応に終始し、心臓マッ

サージのタイミングも失した」としている。 

京都市教育委員会のウェブサイトで、報告書

を公開。(2014年12月まで) 

http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/00001

70526.html 

62 2012/7/31 自殺 新潟県上越市の県立高

田高等学校の男子生徒

(高３・17)が自殺。「何を

言っても信じてもらえな

かった」「人の気持ちや

考えを聞こうとしない」な

どと書いた遺書を残して

2013/9/24 県教委は県教委所管

の第三者調査委員会の設置要綱

を説明。 

遺族側は公平な調査のために知

事部局に置くべきと求め、調査の

方法や内容、委員の半数を遺族側

が推薦することなどを盛り込んだ

委員７名。氏名公開。 

委員長：弁護士 

副委員長：弁護士(遺族推薦) 

・大学人間生活学部子ども学科

講師 

・大学医学医療系教授 

・教育大学副学長 

現在、進行中。 

１年をめどに報告書をまとめる方針。 

 

新潟県のウェブサイトで、設置要綱、委員名

簿、委員会開催日時を公開。 

http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikusomu/1356

782190163.html 

http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000170526.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000170526.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikusomu/1356782190163.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikusomu/1356782190163.html
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いた。７月下旬、男子生

徒は他の部員の部活動

への取り組み方につい

てインターネットの交流

サイトで批判。 

7/26 男子生徒は自ら

の意志で全部員の前で

謝り、責任の取り方を宣

言。 

7/31 顧問に呼び出され

て２度目の指導。帰宅

後、夕食を取らずに自室

に閉じこもり深夜に自

殺。 

遺族の情報公開で、学

校が県教委に「トラブル

による自責の念で自殺し

た」と報告したことが判

明。 

修正案を提出。 

2014/1/21 学校と県教委が、「平

成 24 年７月新潟県立高等学校生

徒の自殺事案に関する第三者調

査委員会」を設置。 

平成 24 年７月新潟県立高等学校

生徒の自殺事案に関する第三者

調査委員会設置要綱 

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_

Article/3/659/youkou,0.pdf 

事務局を新潟県教育庁総務課に置

く。 

学校がまとめた調査報告書を検

証。自殺後の対応の調査・検証並

びに今後の再発防止を図ることを

目的。 

遺族や学校関係者などから、聞き

取り調査を行う。 

・大学教育学部教育学講座教

授 

・大学教育学部人文社会・教育

科学系准教授 

 

※事務局は県教育庁総務課に

置く。 

※要綱で、委員が中立かつ公

平な調査を行うことができない

と疑うに足る相当な理由がある

ときは、県教委や遺族が当該

委員を解嘱することができると

した。 

 

63 2012/8/6 就労 

死亡 

事故 

栃木県足利市の市立西

中学校の男子生徒(中

３・14)が、群馬県桐生市

の中学校体育館の耐震

改修工事現場でアルバ

イト就労中に、崩落した

壁の下敷きになり、翌日

死亡。 

中学校及び市教委は、

「職場体験」中の死亡事

故と報告書に記載。 

事故直後、雇用した会社

への取材に基づく報道

で、過去に約 20 人の中

2012/9/24 市議会が第三者調査

委員会の設置を求める決議採択。 

2012/12/20  「足利市立中学校生

徒の就労に係る死亡事故に関する

第三者調査委員会」設置条例施

行。 

2013/3/15  就労の原因、経緯等

を明らかにするとともに、生徒の就

労について再発防止に関する提言

を行うための委員会を設置。 

生徒や教職員ら延べ 101人から聞

き取る。 

委員５名。氏名公開。 

委員長：大学教授 

副委員長：社会保険労務士 

委員： 

・心理カウンセラー 

・教育研究所代表 

・弁護士 

 

専門調査員３名。氏名公開。 

・弁護士２名 

・大学専任講師 

 

※市外のメンバー 

2014/6/30 報告書を提出。146頁。 

学校、市教委の対応について「違法な就労に

あたるという認識がないまま放置、黙認して

いた」 と批判。中学生の就労は 2004 年から

17 人が確認されたとし、学校から事業所に依

頼したケースが ２件あったことも明らかにし

た。  

 

足利市のウェブサイトで議事録公開 

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/sansh

ai/daisansha-proceedings.html 

足利市のウェブサイトで報告書公開 

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/daisa

nsha-report.html 

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/3/659/youkou,0.pdf
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/3/659/youkou,0.pdf
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/sanshai/daisansha-proceedings.html
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/sanshai/daisansha-proceedings.html
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/daisansha-report.html
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/daisansha-report.html
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学生就労があったと報

道される。 

64 2012/9/2 自殺 兵庫県川西市の県立高

校の男子生徒（高２・17）

が、自宅で自殺。 

男子生徒は複数の生徒

から、教室の椅子に蛾を

置かれたり、「ムシ」や

「菌」と呼ばれたり、勝手

に椅子や机を移動され

たりしていた。 

生徒の自殺後、校長は

遺族に対して「亡くなった

ことを学年集会で説明す

る際には、自殺ではなく

不慮の事故だったことに

できないか」と打診して

いた。 

2012/11/1  教委が、川西市内の

県立高等学校における「いじめに

関する調査及び再発防止に係る委

員会」を設置。 

いじめの実態、いじめの背景及び

いじめと自殺の関連について調査

を行い、同様の事案の再発防止・

予防に関する取組等について検討

を行う。 

 

学校が行ったアンケートや関係生

徒からの聞き取り書面、県教委や

他高校の関係教職員からの聞き取

り、遺族からの聞き取り。 

加害生徒３人を含む関係生徒９人

からの聞き取り。 

委員４名。氏名公開。  

委員長： 

・県臨床心理士会会長(大学健

康科学部心理学科教授) 

委員： 

・県立大学環境人間学部教授 

・大阪弁護士会 弁護士 

・「児童生徒の自殺予防に関す

る調査研究協力者会議」委員 

 

2013/5/2 報告書を県教委や同校校長に提

出。 

男子生徒が同級生３人から「虫」とあだ名を付

けられたり、虫の死骸を椅子に置かれたりす

るいじめがあったと認定。いじめが無力感を

生み、孤立感を強めたとしたが、遺書など生

徒本人の記述が残されていないなどとして

「（いじめと自殺を）一直線に結びつける明ら

かな事実は見いだせなかった」と因果関係を

否定。学校側は同級生３人について問題が

ある生徒とは認識していなかったとし、事前

に「いじめを疑うべきだったとは断定できな

い」とした。また、問題発覚後の保護者会など

で、自殺について「不慮の事故」と説明してい

たことにも、遺族への配慮が不足していたと

しながら、「隠蔽の意図はなかった」と結論。 

 

2013/5/ 両親が調査報告書に 10 数カ所の

事実の誤りがあるとして、学校へ修正を申し

入れていたことが判明。 

65   同上 2012/9/   遺族が、川西市子ど

もの人権オンブズパーソンに調査

を依頼。 

オンブズの調査権には制約があ

り、高校側が拒んだため、生徒へ

の聞き取りはできなかった。 

学校のアンケート、関係生徒から

の聞き取り書面、遺族と学校関係

者との会話テープ、関係教職員か

らの聞き取り、その他の大人から

の聞き取り、遺族からの聞き取り。 

氏名公開。 

オンブズパーソン 

2013/3/28 調査報告書を、遺族、高校、兵庫

県教委に提出。 

男子生徒が「学級内で孤立状態にあり、周囲

の生徒や教員から支えがない中で一方的な

いじめを受け続けた」とし、「自殺の原因とな

った可能性は極めて高い」と結論。 
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66 2012/9/5 自殺 北海道札幌市白石区の

市立柏丘中学校の男子

生徒（中１・12）が自殺。

「いじめられていて死に

たい」「死んだらどうなる

か知りたい」などと記さ

れたメモ１枚があった。

いじめの内容や相手に

関する記述はなかったと

いう。 

5/31 実施した校内アン

ケートでは１年生 10 人

から「いじめがある」との

回答があったが、男子生

徒に関する記述はなか

った。 

2014/9/  市教委に調査検討委員

会を設置。 

 

委員会の任務を①本件自殺に至る

までの経過・背景、②本件自殺に

係る対応と課題、③今後の自殺対

策の方向性、④その他、委員会が

必要と判断する事項、とする。 

 

９回の会議。 

委員５名。氏名公開。 

委員長：大学院教授 

委員： 

・弁護士 

・こども心療内科医院理事長 

・教育委員会学校教育部指導

担当部長 

・当該中学校校長 

事務局長：市教育委員会学校

教育部指導担当課長 

事務局：市教育委員会学校教

育部指導担当課・教育推進課・

生涯学習総務課 

※委員５名の内３名は2011年8

月の「生徒の自殺防止に関す

る検討委員会の委員。 

2012/12/14  59頁 

・これまで収集・分析した中には「誰か」にい

じめられていた、という情報はなかった。 

Ａ君は、「誰か」ではなく、委員会活動や部活

動と勉強の両立等、いくつかの「何か」という

要因が複合的に重なり合ったことに心理的負

担を感じ、その結果、現実が理想に届かない

という思春期特有の不全感が、大きな苦悩と

して心にのしかかり、彼を取り巻くこういった

構造的な「状況」が、これ以上「もう無理

だ。」、自分は「いじめられている状況だ。」と

感じさせたのではないか、とした。 

67 2012/9/26 自殺 東京都品川区の小中一

貫校・区立中学校の男

子生徒（中１・12）が自宅

で自殺。 

机の上に「さよなら」と書

かれたメモがあった。 

 

2012/9/27 区は、教育長、教育次

長、当該校校長からなる「緊急調査

対策委員会」を立ち上げる。(１～６

回会議) 

2012/10/1  ７回会議から、外部の

委員２名を追加。 

2012/10/9 委員を全て入れ替え、

外部委員６名に変更し、「調査対策

委員会」とする。 

2012/10/11 新委員による第 1 回

調査対策委員会開始。 

計５回会議の会議で、報告書をま

とめる。 

区は当初、校長ら学校関係者と

区教委で調査委員会を構成し

ていた。 

 

その後、メンバーをすべて入れ

替える。 

委員６名。氏名非公開。  

・遺族１人、 

・学識経験者４人、 

・都教委１人 

（学識経験者のうち１人は遺族

が推薦） 

2012/11/5 報告書 46頁。 資料 133頁。 

調査対策委員会が報告書を区議会に提出。 

「当該校の７年生において、４月からＡに対す

るいじめが始まっていた。」「Ａをいじめる状

況は学級を中核にして広範囲に広がり、長く

続いていた」と認定。いじめと自殺との因果関

係について、「密接な関係があった」「自殺の

誘因」と判断。学校・教委の責任について、組

織的な機能を果たしていない、教職員の人権

感覚のなさ、教職員の優越意識を起因とする

油断と指摘。行政指導が十分になされていな

かったとした。教委、学校の「責任は重い」と

結論。 

68 2012/10/29 自殺 広島県東広島市の市立

中学校の男子生徒（中

２・14）が自殺。 

計４人の教諭から指導を

2012/11/27 「生徒の死亡にかか

る調査委員会設置要綱」に基づい

て、市教委が第三者委員会を設

置。 

委員６名。 

法学、教育学、社会学又は臨床

心理学について学識経験を有

する者、医師、元警察官の外部

2013/9/4 報告書を提出。  30頁 

教師たちが、カボチャを置いたことを否定した

男子生徒に対し、「ウソをついた」などと一方

的に指導、「学校生活がきちんとできないな
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受け、所属する野球部

の練習への参加を禁じ

られた。下校後、帰宅せ

ず、学校近くの公園で自

殺。 

①死亡に至った経緯及び背景を明

らかにする、②再発防止に向けた

提言をすることを目的。 

同校の生徒や保護者を対象にした

初めてのアンケートを実施。 

アンケートは男子生徒の友人や保

護者、教諭を対象に記述式。男子

生徒の当日の行動などを尋ね、何

が起こったのかを確認する。 

９回の会議を実施。 

アンケート 

・教職員 14名( 26名中） 

・生徒 73名（108名中） 

・保護者 159名（276名中） 

聴取 

・教員 9名（小学校教員含む） 

・生徒11名（野球部 9名，他2名）   

・保護者 3名 

有識者で構成。 

 

委員長：大学大学院社会科学

研究科教授（刑事政策） 

 

ら、部活をする資格はない」と言ったなどとし

て、指導には正当な理由があったとしたが、

「生徒の納得を得られる指導になっておら

ず、心情に寄り添ったフォローアップ体制も不

十分」と指摘。「自殺の決定的要因の特定は

困難だが、一連の指導が関連性を有すること

は明らか」と結論。一方、「自殺の予見性は困

難」とした。  

遺族のサイトで報告書を公開 

http://shidoushi.com/modules/d3downloads/i

ndex.php?cid=1 

 

2013/9/2 遺族が、独立性・公平性・中立性

が担保できる第三者委員会を市長部局に設

置し再調査することを求める陳情を市議会に

提出。原因解明のために実施したアンケート

を保護者が開示請求するが、市教委はアン

ケートの実施主体が外部有識者の調査委員

会で、元委員長が保管しているため「公文書

ではない」との理由で、「不存在」と回答。開

示請求を拒否。 

69 

 

2012/12/15 自殺 

未遂 

和歌山県田辺市の市立

高雄中学校の男子生徒

(中１・13)が自宅で自殺

を図り、寝たきり状態。 

男子生徒は７月ごろから

家族に、部活動で服を脱

がされたり弁当箱や水

筒、眼鏡ケースを壊され

たりと、いじめを受けて

いることをたびたびもら

していたという。 

2013/3/  市が、自殺未遂した生

徒の両親の要望を受け、第三者調

査委員会を市長部局に設置。 

 

15回の会議。 

関係者から聞き取り。53 名の生徒

から聞き取り。 

委員５名。氏名公開。   

県外在住。 

委員長：弁護士 

委員：  

・教育大学大学院学校教育研

究科准教授 

・弁護士 

・大学大学院教育学研究科教

授 

・臨床心理士 

調査員６名を選任。 

2014/1/19 

いじめとして、「あだな名で呼ばれたこと。クラ

ブ内でのふざけやからかい（ズボンの下げ合

い、ボールをぶつけられるなど）があった。」

と認定。一方で、「いじめが直接かつ単独で

自殺の原因となったとは考えられない。」「い

じめを含む人間関係や学習面の問題など、さ

まざまな因子が複合的に結びつきながら内

面に蓄積、孤立感や無価値感などにより精神

的に厳しい状況に追い詰められた。」とした。 

70 2012/12/20 給食 東京都調布市の市立富 2013/1/10   市教委が、「調布市 委員９名。氏名公開。 2013/3/12 報告書の提出。42頁 

http://shidoushi.com/modules/d3downloads/index.php?cid=1
http://shidoushi.com/modules/d3downloads/index.php?cid=1
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アレルギ

ー死 

士見台小学校で、給食

のチヂミを食べたあと、

女子児童(小５)が食物ア

レルギーによるアナフィ

ラキシーショックの疑い

で死亡。 

立学校児童死亡事故検証委員会」

を設置。 

事故発生の詳しい経緯や事故原因

の特定などについて検証。 

検証結果を踏まえて再発防止策を

立てる。 

 

９回の会議 

 

会長：市教育委員会教育部長 

副会長：市教育委員会教育部

指導室長 

委員： 

・弁護士  ・医師 

・ＰＴＡ連合会長 

・市立小学校長会長 

・市立中学校長会長 

・市教育委員会教育部教育総

務課長 

・市教育委員会教育部学務課

長 

直接的な原因として、除去食の提供(おかわ

りを含む)方法と緊急時の対応の２つに大き

な問題があったと判断。緊急時の対応では、

担任がエピペンを打たずに初期対応を誤った

こと、養護教諭が食物アレルギーによるアナ

フィラキシーであることを考えずに、エピペン

を打たずに初期対応を誤ったこと。この内一

つでも実施されていたら、女の子の命を守れ

たのではないかと考えるとした。 

調布市のウェブサイトで報告書を公開。 

http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents

/1363069358235/ 

71 

 

2012/12/23 自殺 大阪府大阪市の市立桜

宮高校のバスケットボー

ル部キャプテンの男子

生徒(高２・17)が自殺。 

顧問の体育教師にあて

て「顧問の教師から顔を

叩かれたなどの体罰を

受けてつらい」などと書

いた手紙と遺書が残さ

れていた。 

男子生徒は自殺する前

日にも顧問教師から体

罰を受けていた。 

2012/12/28 市教委が外部監察チ

ームを設置。 

事件が発生するに至った全容解

明。 

体罰等の根絶を目指した外部通報

窓口の設置及び窓口に寄せられた

通報に関する事実調査。 

 

 

弁護士５名。氏名公開。 

 

2013/4/30  38頁 

体罰が放置された一因は「調査に消極的態

度をとった学校と、学校に厳しく指導しなかっ

た教育委員会にある」と指摘。適切な調査が

行われていれば、元顧問による体罰や生徒

の自殺を回避し得た可能性も否定できないと

した。教委指導部は職員の８割が学校現場

から異動してきた教員出身者で占められ、体

罰情報を扱う際に「仲間意識からなれ合いに

陥る危険が潜む」と批判。さらに桜宮高の例

も含めて大半の体罰が「生徒、保護者が異を

唱えていないために顕在化していない」とし、

「根絶されない根本的理由の一つ」と指摘。 

大阪市のウェブサイトで公開。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000

217951.html 

72 

 

2013/2/ やらせ 

受験 

大阪産業大学が、経営

学部の定員超過による

文部科学省の補助金カ

ットを免れるため、2009

年度の同学部の一般入

2013/3/19  文科省の要請によ

り、大学が第三者調査委員による

「大阪産業大学経営学部入試・受

験問題に係わる調査委員会」を設

置。 

委員５名。氏名公開。   

委員長：弁護士 

委員： 

・元産経新聞社論説委員 

・財団法人福祉公社 理事長 

2013/6/25  

報じられたように①付属高校生が②教諭から

依頼され③一般入試を受験し④合格しても入

学手続をしなかった、⑤それらの生徒たちが

謝礼金「1受験5000円」を受け取ったことは事

http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1363069358235/
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1363069358235/
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000217951.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000217951.html
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試で、他大学への進学

が決まっていた付属高

校生徒に複数回受験さ

せ、合格後、入学を辞退

させることによって、定

員調整していたとの告発

があり、メディアで報じら

れる。 

 

約３カ月にわたって関係者の聴取

などを行う。 

・学校法人入試広報部 参事 

・学校法人理事 法人室長 

実と認定。「09 年度一般入試で不適切な部分

があったことは事実で、入試制度の信頼性を

根幹から損ないかねない深刻な事態である」

と結論。ただし、「2009年1月には補助金削減

問題は解消したと認識していた」とのセンター

長(当時)の証言や、実際の試験でも作為的に

合否判定をしたような形跡も見当たらないこ

とから「不正入試という批判は当たらない」と

判断。報告書を大学のウェブサイトで公開 

http://www.osaka-sandai.ac.jp/cgi-bin/cms/n

ews_list.cgi?page=importancetop 

73 2013/3/ 恐喝 

不登校 

青森県弘前市立中学校

の男子生徒(中２・14)が

校内などで同級生ら 10

人に３年間で約190万円

を取られ登校できなくな

った。いじめに関わった

生徒は 20人に及ぶ。 

2014/7/ 被害者が加害

生徒 10 人と保護者を民

事提訴 

2014/ 弘前市は、原因解明などの

ため弁護士や警察職員ら外部専門

家を交えた第三者調査委員会を設

置する意向。 

  

74 2013/3/28 自殺 奈良県橿原市で公立中

学校の女子生徒(中１・

13)が自殺。 

残された携帯電話には

「みんな呪ってやる」と送

信されないままのメール

が残されていた。 

橿原市立中学校生徒に係る重大

事態に関する調査委員会設置条

例 

http://www.city.kashihara.nar

a.jp/reiki/reiki_honbun/k406R

G00000712.html 

2013/7/18  市教委が、３人の委

員と、６月末まで市の顧問弁護士

だった人物に委員を委嘱。 

市教育長が「いじめと自殺の因果

関係は低い」と発言したことに遺族

が反発。市長部局下での調査委設

旧委員は、臨床心理などが専

門の大学教授２人と元市顧問

弁護士１人、小学校教諭１人の

計４人。 

 

新委員は、団体推薦の４名。 

氏名公開。 

・弁護士 

・弁護士 

・大学准教授 

・大学教授 

現在進行中。 

http://www.osaka-sandai.ac.jp/cgi-bin/cms/news_list.cgi?page=importancetop
http://www.osaka-sandai.ac.jp/cgi-bin/cms/news_list.cgi?page=importancetop
http://www.city.kashihara.nara.jp/reiki/reiki_honbun/k406RG00000712.html
http://www.city.kashihara.nara.jp/reiki/reiki_honbun/k406RG00000712.html
http://www.city.kashihara.nara.jp/reiki/reiki_honbun/k406RG00000712.html
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置と、委員の半数を遺族推薦に基

づいて選ぶことを要望。 

６月末まで市の顧問弁護士を務

め、７月に調査委の委員に就任し

た弁護士は、戸籍などを利用し、親

族の住所に調査への協力を求め

る文書を送付していたが判明。 

元委員３人が連名で市教委あてに

批判文書を送付。「委員会発足前

より、訴訟を想定した体制に入って

いた」と告発。元顧問弁護士は辞

任。 

2013/9/ 元委員を解任。 

2013/11/18 教委と遺族とで委員

を選び直し再発足する。 

75 

 

 

2013/4/10 自殺 神奈川県湯河原町の町

立中学校の男子生徒(中

２・13)が自宅で自殺。 

学校が同じ学年の生徒

190 人全員にアンケート

を行ったところ、複数の

生徒から、かばんを持た

されていたり、たたかれ

ていたなど、いじめを思

わせる記述があった。 

2013/6/21 「湯河原町いじめに関

する調査委員会設置条例施行規

則」を交付。 

2013/8/10 町教委の付属機関とし

て、「湯河原町いじめに関する調査

委員会」を設置。 

①自死といじめとの関連、②自死

に至るまでの事実調査の検証、③

学校及び教委の事後対応の検証、

④今後に向けての取組みの検討、

⑤学校及び教委が執るべき措置

への提言、について検討を行う。 

計 10回の委員会開催。 

「調査報告書」、アンケート調査、聴

き取り調査の報告書、メモ、その他

資料を調査。 

委員５名。氏名公開。   

委員長：県立大学教授（臨床心

理士） 

副委員長：元県立高等学校長 

委員： 

・精神科医 

・弁護士 

・ＮＰＯ法人代表 

2014/3/2 

調査委員会は「町立湯河原中学校２年生の

男子生徒の自死は、いじめの結果によるもの

と推認でき、いじめと自死の間には関連性が

認められる。」と答申。 

 

湯河原町いじめに関する調査委員会からの

答申について 

http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/kyoiku

/gaxtukoukyouiku/cyousaiinnkai/tousin.html 

答申書 

http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/global

-image/units/61835/1-20140307154052.pdf 

報告書 

http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/global

-image/units/61836/1-20140307154207.pdf 

76 

 

2013/4/11 自殺 熊本県山都(やまと)町の

県立矢部高校の寮で暮

2013/12/26 「熊本県いじめ調査

委員会条例」公布。 

委員５名。氏名公開。 

委員長：大学教授（社会学）、 

2015/1/15 

調査委員会は、①「全然踊れていない」とみ

http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/kyoiku/gaxtukoukyouiku/cyousaiinnkai/tousin.html
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/kyoiku/gaxtukoukyouiku/cyousaiinnkai/tousin.html
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/global-image/units/61835/1-20140307154052.pdf
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/global-image/units/61835/1-20140307154052.pdf
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/global-image/units/61836/1-20140307154207.pdf
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/global-image/units/61836/1-20140307154207.pdf
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らす女子生徒(高３・17)

が、自宅で自殺。 

携帯電話に、体育祭に

向けたダンスの練習で

周囲の言動に悩んでい

たことや「つらい学校生

活の中で」などの言葉が

残されていた。 

2013/9/10 学校と県教

委は「いじめはあった

が、自殺はいじめだけが

要因と確定できない」と

結論。 

http://www1.g-reiki.net/kumamoto

/act/frame/frame110010340.htm 

知事部局内に、第三者調査委員会

を常設する。県立・私立学校対象。

市町村立学校は対象外。 

 

学校が行った調査の妥当性を検証

する。 

・弁護士 

・社会福祉士 

・臨床心理士・大学教授 

・精神科医  

んなの前で言われた、②「顔がキモイ、動き

が鈍い」といった言葉を投げかけられた、③

泣き出すと「お前が踊れんとが悪かろがー」

と言われた、④踊れない姿を携帯電話の動

画で撮影され、「マジうける」と笑われたなど

９項目をいじめと認定。そのうえで、「自尊感

情が低下し、強い孤立・孤独感、つらい状況

への絶望的な気持ちなどが重なり、死の選択

につながった」「いじめが要因の一つになっ

た」との報告書をまとめた。 

また、高校側の調査はいじめを認めながら、

自殺との因果関係は明確にしておらず、第三

者委は「調査や分析が不十分」と批判した。 

77 2013/5/7 

(5/8死亡) 

自殺 広島県廿日市(はつかい

ち)市の市立中学校の女

子生徒(中３・14が、自宅

で自殺を図る。 

5/8 死亡。 

遺書には自殺の原因に

ついて書かれていた。 

女子生徒は、複数の生

徒とトラブルになってい

ることを教師に相談して

いた。 

2013/5/24  市教委が遺族からの

強い要望で、「生徒の死亡に係る

調査委員会」設置。 

①本件発生の経過と背景等につい

て分析すること、②本件発生に関

わる当該校及び市教委の課題を明

らかにすること、③再発防止に向

けた提言を行うこと。 

計 11回開催。 

女子生徒が部活動顧問宛にあてた

手紙を遺族は市教委に提供してい

たが、市教委事務局は調査委員会

に渡していなかったことが、遺族の

指摘で判明。 

委員７名 

委員長：教育長。氏名公開。 

副委員長：大学名誉教授 教育

社会心理学 

・市公立中学校校長会会長・同

中学校校長 

・大学教授 （臨床心理学） 

・看護大学教授（精神看護学） 

・大学教授 （教育心理学） 

・いのちの電話理事・心理教育

相談室室長（臨床心理学） 

2013/11/16 36頁 

女子生徒の友人への聞き取りなどを実施した

結果、「悪口を言われたり、仲間はずれにさ

れており、いじめの可能性は否定できない」

とした。 

一方、「いじめが自死に至る精神的苦痛を招

いた大きな誘因であることは間違いないが、

自死の原因のすべてをいじめに求めること

はできない。」とした。 

78 2013/5/17 自殺 長野県諏訪郡富士見町

の富士見中学校の男子

生徒(中３・14)が自殺。 

身につけていた携帯型

音楽プレイヤーに、「嫌

いだった人」として複数

2013/6/   両親が「他の生徒と

の間にいじめを疑う要素があった」

として町教委に真相を明らかにす

るよう求めため、町教委が調査委

員会を設置。 

http://www1.g-reiki.net/town-fujimi

委員７名。 

調査委員長：弁護士。氏名公

開。 

副委員長：弁護士 

副委員長：児童相談所児童虐

待アドバイザー 

2013/12/27 報告書 41頁 

男子生徒が５月の大型連休明けの数日間、

学校のベランダで友人グループに計１０回程

度ほおをたたかれたとして、いじめに当たる

と認定。一方、中学１年頃から友人らに何度

も「死にたい」と漏らしていたことや、３年にな

http://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/frame/frame110010340.htm
http://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/frame/frame110010340.htm
http://www1.g-reiki.net/town-fujimi/reiki_honbun/e741RG00000760.html
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の個人名をあげ、陰口

叩かねーで正面で言え

よ」などのメモを残して

いた。また、以前に生徒

のラケットが折られた

り、靴がなくなったことも

あったという。 

/reiki_honbun/e741RG00000760.ht

ml 

 

全校生徒を対象にアンケートを行

う、学校関係者や遺族から話を聞く

など、調査。 

 

委員： 

・弁護士 

・児童精神科医 

・精神科医 

・臨床心理士 

・富士見町教育長 

って間もなく、いじめとは別に、自殺の「大き

な引き金」になった可能性がある出来事が別

の生徒との間で起きたと説明。５月の大型連

休明けのテスト結果が悪かったことも「引き金

の一つになった可能性が少なくない」と位置

付けた。いじめについては、こうした他の要

因と合わせ「引き金になった可能性を否定す

ることはできない」とするにとどめている。 

自殺は「生徒の自己肯定感の減退などが大

きな要因」とした。 

教育委員会便り第98号に、提言の抜粋・要約

を掲載。 

http://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachm

ent/10151.pdf 

79 

 

2013/7/7 自殺 長崎県長崎市の市立小

学校の女子児童(小６)が

自殺を図る。(のちに死

亡) 

修学旅行の班決めの

際、仲間外しにされてい

た。 

2013/9/17 教委が「長崎市学校問

題外部調査委員会」を設置。 

①当該事案に係る教委が実施した

調査の検証に関すること、 

②委員会の調査結果に基づく対応

策の検討、提言に関すること、 

③当該事案について委員会が必

要と認める事項に関すること 

を目的とする。 

17回の会議と、29回の作業部会を

開催。 

委員５名。氏名公開。   

内１名を遺族の要望で入れる 

委員長：大学教育学部教授 

副委員長：大学教授 (臨床心

理士) 

委員： 

・弁護士  

・大学医学部教授 (児童精神

科医)  

・NPO法人理事(教育評論家) 

 

2015/2/2  報告書 130頁 

①５年生時の上靴隠し、②修学旅行の班決

めの際の仲間はずし、③具体的なあだ名で

のからかい、の３つをいじめと認定。 

ただし、自殺との直接的な因果関係は認めな

い。一方、「ひとつひとつのできごとは、直接

的には自死との因果関係は有さなかったとし

ても、５年時からの友人関係の悩み、上靴を

隠されたことによる精神的苦痛、当該課外ク

ラブでの対人関係や部長としての悩み、６年

時の班決めの際の仲間はずれによる精神的

苦痛、学級の女子から謝罪されたこと及び当

該課外クラブ退部等という事実が当該児童の

心に影響を及ぼしたと思われる。」「これらの

いじめを含めた精神的苦痛の積み重ねが、

当該児童を追い詰めた可能性が高い。」「法

的意味での直接の因果関係の認定は困難で

あるが、上記の事実等が当該児童の自死と

の関連を有するものと考える。」と結論。 

http://www1.g-reiki.net/town-fujimi/reiki_honbun/e741RG00000760.html
http://www1.g-reiki.net/town-fujimi/reiki_honbun/e741RG00000760.html
http://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/10151.pdf
http://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/10151.pdf
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80 2013/7/10 自殺 愛知県名古屋市立明豊

中学校の男子生徒（中

２・13）が、「いろんな人

から死ねと言われた」と

ノートに書いて、自殺。 

メディア取材で、クラスメ

ートに「死ね」と言われた

同生徒が「死んでやる」

と返すと、担任教諭が

「死ぬ勇気もないのにそ

んなことは言うな」と言っ

たという話が出る。 

2013/7/29  名古屋市が、「名古

屋市立中学校生徒の転落死に係

る検証委員会」を設置。 

転落死についての検証及び再発

防止の検討。 

 

生徒 54 名、スクールカウンセラー

を含む教職員 33 名、教委６名、警

察や遺族から話を聞く。アンケート

や学校現場の視察を実施。 

計 20回の会議。 

委員６名。氏名公開。 

委員長：福祉大学 心理臨床科

教授 

・1994年のいじめ自殺遺族  

・元教諭(校長経験者) 

・大学院教教授 

・大学心理学部教授 

・弁護士 

専門調査員 ４名 

・弁護士 ３名/ 

・大学子ども学部准教授(8/22

から)  

2014/3/27 報告書  60頁 

自死の要因は、「提出物忘れ」と「いじめ」

と認定。当日のＡの「死ぬわ」の発言に対

しての担任の発言は、聞いた生徒はいずれ

も「そんなことを言ってはいけない」とい

う制止の意味と受け止めていたとした。 

名古屋市のウェブサイトで報告書や概要を公

開。 

http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/00000

58391.html 

報告書 

http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/cmsfiles/co

ntents/0000058/58391/houkokusyo.pdf 

81 

 

 

2013/7/25-

26 

職員の 

写真投稿 

長野県上田市第二学校

給食センターの調理室

内で、職員が 7/25、26

の両日、勤務時間中に

私物のスマートフォン

で、調理した酢豚や受水

槽の清掃の様子などの

写真を撮影し、フェイス

ブックに投稿。 

匿名の人物が、上田市

宛にメールで告発して発

覚。 

2013/10/25  市教委は、事実関

係の検証を行うとともに再発防止

を図ることを目的として、「学校給

食業務に関する第三者調査委員

会」を設置。 

 

３回の会議。 

市外部の委員３名。氏名公開。   

委員長：弁護士 

委員長職務代理： 

・情報サービス振興協会 (学識

経験者・情報) 

・保健福祉事務所  (学識経験

者・衛生管理)  

2013/11/26  報告書。 18頁 

携帯電話を持ち込むことについて、食中毒等

を引き起こす細菌や汚れ等が付着しているこ

とも考えられ、そもそも衛生管理マニュアル

上私物の持ち込みが禁止されているにもか

かわらず私物を持ち込んでおり、細菌等の混

入のおそれがあった。調理した給食の中に

携帯電話を落としたり、何らかの原因で携帯

電話が壊れ、布施品や破片などが飛び散る

ことによって遺物として混入する危険性があ

ったと、指摘。結果として衛生上の事故は起

きなかったが、また、職場の写真を不用意に

インターネット上に掲載することによって、一

般の市民に不安や不信感を起こさせることに

なったとした。 

上田市のウェブサイトで公開 

http://www.city.ueda.nagano.jp/files/sys/2013

1226144507233.pdf 

82 

 

2011/4/- 

2013/9/ 

いじめ 

不登校 

広島県尾道市の市立中

学校の男子生徒が、入

2014/3/17  男子生徒の要望を受

け、市教委は、いじめ防止対策推

弁護士や大学教員ら４名。  

http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000058391.html
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000058391.html
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000058/58391/houkokusyo.pdf
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000058/58391/houkokusyo.pdf
http://www.city.ueda.nagano.jp/files/sys/20131226144507233.pdf
http://www.city.ueda.nagano.jp/files/sys/20131226144507233.pdf
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学直後から数人の生徒

に暴力や「死ね」などの

暴言を受け、３年生の２

学期から不登校になっ

たほか、ストレス性の疾

患を発症するなどした。 

(2014/3/ 卒業) 

進法*2 に基づく調査委員会を設置

し事実関係を調べる。 

2014/5/7  男子生徒側が、要綱

や人選決定までの経緯が情報提

供されず、「中立性が担保されてお

らず不当」として、委員に対する謝

金などの支出差し止めを求める住

民監査請求を提出。 

2014/7/1 監査委員は「市教委は

県教委や文部科学省に確認しなが

ら第三者委を設置した」とし、違法

性はないと判断。 

83 

 

2013/9/11 体育 

事故 

兵庫県神戸市の学校法

人須磨学園の中学校体

育の授業（体育祭の組

体操の練習）中、遅刻し

たり忘れ物をした生徒が

いたため、男子生徒（中

１～３）計 181 名のうち、

欠席者及び見学者を除く

授業参加者 170 名に裸

足でテニスコートを５～８

周ランニングさせた結

果、生徒ら 68 人に足の

裏にけが（水疱や皮膚

の一部がめくれる等）を

した。 

2013/9/18  須磨学園の決定に基

づき、第三者調査委員会を設置。 

本件事故の事実関係の調査と原因

分析を行い、事故の再発を防止す

る。体罰かどうか、指導に問題は

なかったかの判断を仰ぐ。 

 

３回の会議。 

全男子生徒へのアンケート結果の

検討、体育教師と理事長に対する

事情聴取、事故発生時に出席して

いた男子生徒３名への聞き取り、

中学校保護者へのアンケート結果

の検討。 

「第三者委員会の設置について」 

http://www5.suma.ac.jp/130911/thi

rd-party.pdf 

 

委員５名。氏名公開。  

委員長：県体育協会 専務理事 

事務局長：弁護士 

委員： 

・社会教育専門推進員（元県教

育委員会主事） 

・医師・在校生保護者 

・流通科学大学顧問（警察ＯＢ） 

2013/12/24  62頁 

遅刻や忘れ物に対する指導としてランニング

をさせた点について、懲戒権の範囲内の行

為であり、体罰に該当するものと判断される

行為とはいえないが、その方法としては適当

ではなかったと判断。連帯責任の適否につい

ては判断を控えたが、学校においてその方

法を再度検討する必要があるとした。 

更衣・移動が、その距離や大人数が同時に

移動することによる混雑、前の授業の終了時

間の遅れ等により、時間的、物理的に困難で

あった可能性が存すると指摘。 

教員間や学校組織内での情報共有が不足し

ており、報告体制にも不備があったとした。 

 

学校法人のウェブサイトにて公開。 

http://www.suma.ac.jp/130911/comment_130

918.html 

報告書 

http://www5.suma.ac.jp/130911/third-party-r

eport.pdf 

http://www5.suma.ac.jp/130911/third-party.pdf
http://www5.suma.ac.jp/130911/third-party.pdf
http://www.suma.ac.jp/130911/comment_130918.html
http://www.suma.ac.jp/130911/comment_130918.html
http://www5.suma.ac.jp/130911/third-party-report.pdf
http://www5.suma.ac.jp/130911/third-party-report.pdf
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84 2013/10/24 自殺 日本大学(東京都千代田

区)ボート部の埼玉県戸

田市の合宿所の個室

で、男子部員(大３)が自

殺。 

男子部員は４年生引退

後の 10/20、副キャプテ

ンに指名されたばかりだ

った。親族によると、同

部員は以前に先輩に羽

交い絞めにされて両眉

毛をそり落とされたと、

部の体質を嘆くこともあ

ったという。 

2013/10/29  大学は第三者特別

調査委員会を設置。 

男子部員が死亡した経緯を詳しく

調べ、３週間をめどに調査結果を

取りまとめる。 

 

部員らに聴き取り調査。 

学外の弁護士 ３名 

委員長：弁護士。氏名公開 

2013/11/28  報告書１枚 

聴き取り調査の結果、他の部員がからかった

り、ちょっかいを出す「いじり」はあったが、許

容される限度を超えて、精神的な負担を与え

る程度に至ったとみることはできないとした。

自殺原因については「全く不明としかいいよう

がない」とし、「大学に法的責任はない」とし

た。 

大学は調査結果を遺族と文部科学省、日本

ボート協会に報告。報告書を公表する予定は

ないという。 

2013/12/2 日本ボート協会のコンプライアン

ス委員会は、提出された調査結果が書面１枚

のみで事実関係を把握するには不十分なた

め、報告書もしくは要約版の提出を近く大学

に求める。 

85 2013/11/ いじめ 

不登校 

大阪府大阪市の市立小

学校の男子児童が、不

登校になる。 

保護者側は「継続的にい

じめを受けている」と訴

えたが、学校は調査の

結果、「継続的なもので

はない」と結論。 

2014/3/27  市教委が市長に報告

し、「市長調査権限条例」(2013/4施

行)を初適用し、市長が第三者委員

会で調査することを決定。 

 

第三者委員会のメンバーは学

識者や弁護士を想定。 

 

86 

 

2013/11/14 自殺 福岡県内の私立高校の

男子生徒(高３・18)が自

殺。現場に残された情報

端末には、同学年の男

子１人を名指しし、「絶対

に許さない」という文言

が記録されていた。 

学校は死亡した生徒に

暴力を振るうなどした同

2014/3/27 学校は、いじめ防止対

策推進法*2 に基づき、第三者調査

委員会を設置。 

自殺との因果関係を調べる。 

 

遺族は、事前協議がなかったこと

に不満を表明。 

2014/4/1 遺族側が「公平性に疑

問がある」として、推薦する弁護士

委員３人。 

臨床心理士の資格を持つ大学

教授や弁護士などで構成。 

委員長：弁護士(氏名公開) 

 

2014/4/1 

遺族が推薦する弁護士 1 人を

追加選任。 
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学年の９人を停学処分。 １人を委員に加えるよう、要望。 

87 

 

2014/1/7 自殺 山形県天童市の市立天

童第一中学校の女子生

徒（中１・12）が山形新幹

線に飛び込み自殺。 

自宅にあったノートに

「独りだった。中学に入

学してからは、陰湿な

『イジメ』にあっていた。

何が悪いのかも分から

ずに、ずっと、陰口を言

われていた」「本当ハ

『死』ニたくなカッタだけ

なのに。ダレカ、タスけ

テよぅ」「幸せニシテよぅ」

などの記述があった。 

2014/1/17 市教委は、第三者委

員会設置要綱を告示。 

2/中旬 要綱案を遺族に文書で提

示。 

2014/9/24 全面改定して再告示。

全 15 の条項（従来は全 9 条）で構

成。 

・委員数を４人以内から６人以内に

変更する 

・会議ごとに調査や審議の内容を

遺族に報告する 

・調査委員が公平で中立な調査を

実施できないと遺族が判断した

時、市教委に文書で解任を求める

ことができる 

・調査委員会が市教委から独立し、

主体的に調査の方針を決定する 

・学校の保護者や卒業生を含めた

調査範囲の設定 

・調査を補助する調査員の配置 

・最終的な報告書を速やかに市民

に公表する 

などが盛り込まれた。 

市教委が４人の委員候補を遺

族に提案。市の法律相談員の

弁護士も入っていた。 

2014/2/18 市教委が各市議に

配布した報告書には、第三者

委員会に関し「委員確定後も

（委員名の）公表は当面差し控

える」と明記されていた。 

2014/9/ 調査委員会の委員６

人の構成を、県内外の弁護士３

人と、いじめ問題に詳しい県外

の学識経験者３人とする。 

遺族側は、「学校事件事故被害

者全国弁護団」に推薦を求める

よう要望したが、「中立性に欠

ける」として拒否。 

弁護士は、県弁護士会と仙台

弁護士会、日本弁護士連合会

に推薦を依頼。学識経験者は、

教育と臨床心理、発達心理の

各分野の団体に推薦を依頼。

団体が推薦した人物が自動的

に選任されることで合意。 

 

88 2014/1/8 自殺 長崎県新上五島町の町

立奈良尾中学校の松竹

景虎君（中３・15）が、公

営グランドで首吊り自

殺。松竹君は２学期から

無料通話アプリ「ＬＩＮＥ」

を使って複数の同級生

に自殺意図を伝え、一部

の同級生の保護者も知

町の付属機関として第三者委員会

を設置して検証。 

・いじめを含め松竹君に何が起き

たかを調査 

・自殺の原因を考察 

・学校・町教委の対応が適切だった

かを考察 

・再発防止に関する提言 

などをする。 

委員は町と遺族側とでそれぞ

れ３人ずつ推薦して、６人とす

る。町は当初、団体と氏名を非

公開としていたが、遺族の抗議

を受けて公開。 

・弁護士（福岡県弁護士会） 

・弁護士（同） 

・「学校安全全国ネットワーク」

会員 
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っていたが、誰も両親や

学校に伝えなかった。 

学校は調査で「いじめは

見つからなかった」とし

たが、複数の同級生が

遺族にいじめを証言。  

その後、町教委はいじめ

があったことを認めたが

「自殺の原因とは断定で

きない」という。        

・日本児童青年精神医学会認

定医 

・福岡県臨床心理士会所属の

臨床心理士 

・長崎大学教授（社会心理学） 

89 2014/2/22 自殺 兵庫県たつの市の市立

中学校の男子生徒(中２)

が自殺。 

1/27、男子生徒は同級

生の男子に暴行を加え

てけがを負わせた。翌

日、教諭の提案で同級

生の保護者が警察に被

害届を出した。 

教諭の１人はトラブルの

後、男子生徒も出席して

いた学年集会で、13 歳

以下の「触法少年」と 14

歳以上の違いを説明。

「14 歳以上は犯罪にな

る。鑑別所、刑務所に行

く」と指導したという。 

3/末 同教諭は「理由は

不明」のまま依願退職。 

2014/5/29 市教育委員会が第三

者による調査委員会を設置。 

自殺の原因を調べ、再発防止に関

する取り組みなども検討する。学

校の対応についても検討する。 

今年度中に結果を取りまとめる方

針。 

 

調査委のメンバーは弁護士と

教育関係者、臨床心理士の３

人。 

 

90 2014/2/24 自殺 広島県三原市の県立総

合技術高校の男子生徒

（高１・16）が自宅で首つ

り自殺。 

両親が学校に、生徒が所属してい

た野球部でいじめがあったのでは

ないかと 調査を求めた。 

学校は大学教授ら専門家を含むチ

同校教諭や学識者が調査。 2014/3/26 

学校は、男子生徒の自殺について、部内の

いじめが原因の一つとする調査結果を公表。 

一方で他の部員にいじめの認識はなかった
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男子生徒は野球部に所

属していたが、自殺する

前日、部活を休んだ後、

部室内のロッカーが荒ら

されたり、休んだ理由を

ほかの部員から厳しく問

い詰められたりしてお

り、「野球部をやめたい」

と両親に話していたとい

う。 

ームを校内に設け、野球部の１・２

年の部員に対して、２回に渡り聞き

取り調査をしたほか、３年生を除く

全校生徒にいじめに関するアンケ

ートを実施。教職員らへのアンケ

ートと聞き取りをもった。 

 

 

とした。 

生徒が練習を休みがちなことを他の部員から

責められ、いじめと受け止めていた可能性が

高いという。 

男子生徒は入学当初から持病やけがのため

に野球部の練習を休みがちで、他の１年生部

員からインターネット上でメッセージをやりと

りする無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」（ライン）で 

「休む本当の理由は何か」などと問いたださ

れていたという。また、部員間のＬＩＮＥのグル

ープから勝手に退会させられたことがあっ

た。 練習試合の際、うその集合場所を伝えら

れたこともあった。 学校はこれらのＬＩＮＥ上

のやりとりなどをいじめと判断。 

ただし、どのいじめ行為が自殺を招いたかに

ついては「特定できない」とした。 

91 2014/3/17 女子生徒２

名の自殺 

未遂 

(重傷) 

埼玉県鶴ヶ島市の市立

西中学校で、 

3/17女子生徒(中２)が校

舎４階トイレの窓から転

落。 

4/14 には、別の女子生

徒(中３)が２階トイレから

転落。 

いずれも足や腰などを

骨折する重傷。学校側

はいじめなどの事実は

確認していないという

が、転落した少女はいじ

めを受けていた事を親

に報告していたという。 

2014/6/30 はじめて、

教委が３月に飛び降り入

2014/5/ いじめ防止対策推進法

*2 に基づき、「いじめ問題調査審

議会」を設置。 

 

2014/6/30 市教委は弁護士ら２人

を委員に委嘱。いじめとの関連性

などの検証を始めた。 

審議会は市教委の調査報告を受

けて、①調査方法と内容の審査、

②市教委の対応や調査結果の検

証、いじめ・事故の関連性の調査、

③実施すべき調査の検討、④今後

とるべき取り組みの提言―を話し

合う。 

 

氏名公開 

・弁護士 

・臨床心理士 

・精神科医  ？ 

 

2014/8/18 

新たに、県坂戸保健所所長を

委員に任命 

2014年内の回答をめざす。 
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院中の生徒に聞き取り

調査を行う 

92 

 

2014/5/26 自殺 

未遂 

滋賀県高島市の市立中

学校で休み時間、男子

生徒(中２)が校舎３階か

ら飛び降り、両足骨折や

顔面打撲などの大けが

をする。学校の緊急アン

ケートの結果、同生徒は

小学校時代にもいじめを

受け、中学校でも足蹴り

をされていたり、ものを

隠されたりしていたとい

う回答が複数寄せられ

た。 

同中の校長と教員のほか、弁護士

と臨床心理士も参加した校内組

織。 

 

事故後の全校生徒へのアンケート

や聞き取りを基にまとめた。 

「保護者と相談の上、心理的負担

を考慮し、男子生徒への聞き取り

は行っていない」という。 

同中の校長 

教員 

弁護士 

臨床心理士 

 

 

2014/11/12  報告書 ４４頁。 

「首を絞められた」「文房具を隠されたり壊さ

れた」など、クラス内で男子生徒に対し２０の

いじめ行為があったと報告。「複数の生徒か

ら長期的、継続的に行われたいじめが心身

に苦痛を蓄積させ、当日のいじめをきっかけ

に転落したと考えるのが合理的」とした。 

教職員がいじめに気づかなかった理由として

「（校内で）いじめの相談がない状態が続き、

危機意識が低下していた」などと指摘。再発

防止策では、いじめ早期発見へ教職員の情

報共有を進め、生徒へのアンケートも継続す

る。 

93 

 

2014/5/31 自殺 岩手県滝沢市の市立南

中学校の男子生徒(中

２・13)が自宅近くで首吊

り自殺。 

2014/7/12  校長や市

教委関係者らで組織す

る調査委員会は中間報

告で、亡くなる３週間前

に筆箱やペンを隠されト

イレで泣いていたこと

や、去年、生徒２人が男

子生徒にカッターナイフ

を向け教員が指導したこ

とについて、「遊びの延

長と考えており、今のと

ころ、いじめという認識

はない」と説明。 

その後、全校生徒に実

2014/9/26 遺族の要望を受けて、

市教委が第三者調査委員会を設

置。 

いじめの事実関係、自殺の背景の

調査、再発防止の提言を行う。 

終了までの目安は約 4カ月。 

 

2014/10/29 第三者委として当該

校の全生徒を対象に、独自のアン

ケートを行う予定。 

調査内容は、どのような学校にし

ていきたいかなど将来に関するこ

とを例示。いじめの有無なども聞く

意向。記名は「生徒の自主性を尊

重」。生徒が記入したアンケートの

中身は学校側には見せない考え。 

 

委員５名。氏名公開。 

委員は県内。団体推薦。 

・県立大社会福祉学部教授 

・岩手弁護士会理事 

・精神科医で盛岡市医師会理

事 

・臨床心理士で岩手大・県立大

名誉教授 

・県社会福祉士会副会長 

2014/11/26 第６回会議から、

報告書作成の補佐役として、県

内の弁護士３名が参加。 

委員会での記録や報告書作成

の補助に当たり、議論には参加

しない。 
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施したアンケートで、回

答者の 27％が「いじめを

見聞きした」と答え、学校

側は遺族に「いじめと疑

われても仕方ない」と報

告。 

94 2014/6/13 傷害 京都府京都市の民営認

可保育所「春日野園」で

体操教室を実施中、園ホ

ール内で遊んでいた５

歳児３名を女性職員(用

務員)が園庭に投げ出

し、うち 1 名に頭がい骨

陥没骨折の重傷を負わ

せる。 

園は３時間以上たってか

ら病院に搬送。当初、男

児の保護者に「つまずい

て転んだ」と説明してい

た。 

放り投げた用務員は法

人理事長・保育園長・園

長補佐の親族。 

2014/7/1  京都市が、児童福祉

法第 46 条第 1 項及び社会福祉法

第56条第1項に基づく特別監査を

実施。 

職員に対する聴き取り調査 

(調査対象者：園長，保育士，栄養

士等 計 27名) 

書類検査 

(施設運営，児童処遇，会計経理及

び法人運営関係書類) 

 

事案そのもののみならず、事案発

生の素地となった可能性がある

日々の運営状況も含め、調査す

る。 

① 事案発生時の状況、② 事案発

生後の園の対応、③ 日常の園運

営の３つの視点から事実関係を明

らかにし、その原因と課題及び責

任の所在を明らかにした上で、再

発防止に向け厳正な対処を行って

いく。 

市職員 34 名(監査指導課 22

名、保育課 12名） 

2014/7/23 40頁 

①Ａ用務員による「児童の投げ出し行為」及

びその後の不適切な対応 

・児童を投げ出した行為そのもの、怒りにま

かせて次々と投げ出したため着地や怪我の

瞬間を見ていないこと、児童の異変に対して

適切な観察及び対処を怠ったこと 

②その後の園の不適切な対応により、発生

から当該児の病院搬送までに３時間を要した

こと 

③保育士資格を有さない者のみで保育をして

いたこと 

④保護者、京都市への報告における隠匿性 

・投げ出し行為の情報を得た後も、保護者に

対して説明しなかったこと 

・京都市に対して事案の報告を怠ったこと 

⑤Ａ用務員の極めて不適切な勤務状況 

⑥管理職員及び事務関係職員の隠匿性 

などを問題点として指摘。法人に向けて、改

善勧告を行った。 

京都市のウェブサイトで報告書を公開。 

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page

/0000170416.html 

95 2014/7/4 自殺 青森県八戸市の県立八

戸北高等学校の女子生

徒（高２・17）が医療機関

受診後に登校し、昼休み

県教委は、施行されたばかりの「い

じめ防止対策審議会条例 」

(2014/7/7)に基づき、有識者でつく

る第三者機関「県いじめ防止対策

委員７名。氏名公開。   

会長：大学教授 

会長職務代理者：臨床心理士

会会長 

2014/12/23  95頁 

第三者機関は、 

いじめが疑われる 21 項目中、無視やいやが

らせ、LINE で悪口を言っていたことなど７項

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000170416.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000170416.html
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にいなくなった。 

7/8八戸沖で遺体発見。 

 

女子生徒は、「存在自体

がうざい」などと中傷さ

れたことを記したと思わ

れる表現をノートに残し

ていた。 

 

今年1月、女子生徒の母

親は「（複数の生徒との）

人間関係に悩んでいる」

と学校に相談していた。 

審議会」を設置。委員の任期は

2014/7/30から2016/7/29までの２

年間。学校の調査と並行して、いじ

めの有無や問題の背景、再発防止

策を検討する。 

審議会が事実関係の調査の最終

報告を出した後、県教委が知事に

報告。知事が専門家の意見や遺族

の意向などから再調査が必要と判

断した場合、知事付属の「県青少

年健全育成審議会いじめ調査部

会」において再調査が始まる仕組

み。 

2014/8/26 会長は摂食障害と死

亡の関係を精査すると表明。 

2014/11/ 当初予定していた中間

報告をとりやめ、最終報告をあげ

る予定。 

委員：  

・弁護士 

・県立精神保健福祉センター所

長(医師) 

・社会福祉士会会長 

・県高等学校ＰＴＡ連合会会長。 

 

2014/8/21 精神科医を新たに

臨時委員として委嘱。(３回目か

ら参加) 

目をいじめと認定。 

一方で、「いずれも顕著な悪質性を認めるに

は至らず、程度の差はあれ、集団生活の中

で不可避的に生じる人間関係上の衝突の範

疇にある行為、あるいはその延長線上にあ

る言動であると」判断。 

「死に至った過程や背景」として、「『人間関係

のトラブル』において、いじめに相当する行為

はあったと判断するが、自殺はいじめにより

直接的に引き起こされたものではなく、重度

の摂食障害と抑うつ、体調不全、友人関係、

学業成績、孤立への不安、自尊心や自己評

価の著しい低下などの幾重にも重なった複合

的因子により惹起された」と結論。 

「本事案によるいじめと接触障がいの直接的

な因果関係は認められなかった」「本生徒の

死を『いじめられたから自殺した』と考えるの

は、むしろ本生徒の 17 年間の人生を正当に

評価していないと考えられる。本生徒は、もっ

と多くの困難と必死に闘っていた」とした。 

96   同上 2014/8/1 いじめ防止対策推進法

に基づき、青森県青少年健全育成

審議会が知事付属の第三者機関

「県青少年健全育成審議会いじめ

調査部会」を設置。 

2014/9/22 部会長を選出。  

2014/12/26 県知事が、「両親の

心情を第一に考え、再調査が適切

と考える」とした。 

2014/12/28 再調査に着手。 

県教委の最終報告書を基に、独自

の追加調査を行う。 

疑問が残る部分に焦点を当てて審

７名。氏名公開 

知事部局が選出 

部会長：弘前大教育学部教授 

・学院大学長補佐で同大ビジネ

ス学部教授（子どもの権利論） 

・青森大学社会学部教授（精神

保健）で精神保健福祉士 

・弘前大子どものこころの発達

研究センター特任准教授で精

神科医 

・臨床心理士 

・弁護士 

・県ＰＴＡ連合会理事 
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議する。 

97 2014/7/7 自殺 

未遂 

熊本県熊本市の市立中

学校の男子生徒（中３）

が自殺未遂。その後、自

宅療養。 

2014/9/ 学校が設けた

調査委員会は、「ＬＩＮＥ」

でのトラブルなど３件を

「いじめ」と認定。ただし

「生徒に悪意があった可

能性は低く、継続性もな

い」と結論。１年時のいじ

めは解決済みとし、調査

対象を２年だった昨年 9

～12 月に限定。精神状

態を考慮して本人の聞き

取りは行っておらず、自

殺未遂との「因果関係は

不明」と報告。 

2014/10/30 保護者の反発を受け

て、市教委が常設する「いじめ防止

等対策委員会」が、いじめの事実

や自殺未遂との因果関係を再調査

することを決定。 

  

98 2014/7/26 殺人 長崎県佐世保市の自宅

マンションで、公立高校

に通う少女(高 1)が同級

生の女子生徒を殺害。 

2010/12/ 小学校6年生

時、同級生の給食に薬

物を混入。 

2014/3/ 少女は父親を

バットで殴ってけがをさ

せていた。 

 

2014/9/ 知事部局内に２つの検討

会、県教委内に調査委員会の計３

つの外部組織を設置。 

 

2014/10/29 県教育委員会は、外

部有識者による調査委員会を開

催。学校生活などを中心に事件の

背景を調べ、必要に応じて関係者

からの聞き取りも実施する。 

年度内に２～３回の会合を予定。 

 

検討会は、子供の健全育成に関す

る施策に加え、県の児童相談所に

あたる県佐世保こども・女性・障害

外部委員は検討会がそれぞれ

７人と 10人。 

調査委員会は調査委は弁護士

や臨床心理が専門の大学教授

など 14人。 

委員長：県教育会の理事長 
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者支援センターの対応について検

証する。 

佐世保市の大久保小同級生殺害

事件から１０年間の県教委の取り

組みなどについて検証する。 

年内に３回会合を開き、再発防止

策などを盛り込んだ報告書をまと

める方針。 

99 2014/11/4 自殺未遂 愛媛県愛南町立中学校

で、言葉によるいじめを

受けていた男子生徒（中

２・13）が校舎の窓から

転落し、重傷を負った。 

学校は 10 月に２回、男

子生徒の保護者からい

じめの相談を受けてい

た。 

2014/12/ 町教委が第三者調査委

員会を設置。 

いじめの事実と転落との関連を調

べ、学校と町教委の対応の適否や

再発防止策を検討し町教委を通じ

て町長に報告する。 

５名。氏名公開。 

委員長：香川大学教育学部教

授 

副委員長：弁護士 

委員： 

・愛媛大教育学部教授 

・臨床心理士 

・調停委員 

 

 

※1) 2007/1/19  文部科学省発表の「児童生徒の自殺に『いじめ』の関わりが指摘されている事例の調査結果について」とは、 

 2006年いじめ自殺多発を受けて、7年間いじめ自殺ゼロという文科省の数字に批判が集まり、文科省が再調査を指示したもの 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/040/shiryo/07052301/003.pdf 

 

※2) いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号）    http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm 

 

文部科学省いじめの防止等のための基本的な方針   http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1340770.htm 

      (平成 25 年 10 月 11 日 文部科学大臣決定)  

子供の自殺が起きたときの背景調査の指針（平成 26年 7月 改訂版）[ 概要]   

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/09/10/1351863_01.pdf 

子供の自殺が起きたときの背景調査の指針（平成 26年 7月改訂版）   

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/09/10/1351863_02.pdf 

  

 

※事案の内容の一部は、武田作成 「日本の子どもたち」  http://www.jca.apc.org/praca/takeda/ で、見ることができます。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/040/shiryo/07052301/003.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1340770.htm
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/09/10/1351863_01.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/09/10/1351863_02.pdf
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/

